
アリアンツ火災海上の現状

2011年3月期



目　次 
 
  Ⅰ . 会社の概況及び組織
 1 . アリアンツ火災海上保険株式会社の企業理念 ………………………………… 3
 2 . 会社の沿革 ………………………………………………………………………… 4
 3 . 株主・株式の状況 ………………………………………………………………… 5
 4 . 経営の組織 ………………………………………………………………………… 6
 5 . 役員の状況 ………………………………………………………………………… 7
 6 . 会計参与の状況 …………………………………………………………………… 7
   
  Ⅱ . 主要な業務の内容
 1 . 主な取扱い商品 …………………………………………………………………… 8
 2 . 事業の内容 ………………………………………………………………………… 10
 3 . 損害保険のしくみ ………………………………………………………………… 10
 4 . 約款  ……………………………………………………………………………… 11
 5 . 保険料 ……………………………………………………………………………… 12
 6 . 保険金のお支払い ………………………………………………………………… 13
 7 . 保険募集 …………………………………………………………………………… 14
   
  Ⅲ . 主要な業務に関する事項
 1 . 直近の事業年度（平成22年度）における事業の概況 …………………………… 17
 2 . 直近の5事業年度における主要な業務の状況を示す指標 ……………………… 20
 3 . 直近の3事業年度における業務の状況を示す指標等 …………………………… 21
 4 . 責任準備金の残高の内訳 ………………………………………………………… 34
 5 . 期首時点支払備金（見積り額）の当期末状況（ラン・オフ・リザルト） ……………… 35
 6 . 事故発生からの期間経過に伴う最終損害見積り額の推移表 …………………… 36
   
  Ⅳ . 保険会社の運営
 1 . リスク管理の体制 ………………………………………………………………… 37
 2 . コンプライアンス（法令遵守）体制 ………………………………………………… 38
 3 . 健全な保険数理に基づく責任準備金の確認についての合理性及び妥当性 …… 43
 4 . コーポレート・ガバナンス体制 ……………………………………………………… 43
 5 . 内部統制システムの構築 ………………………………………………………… 43
 6 . 利用者の満足度の向上 …………………………………………………………… 46
 7 . 個人情報保護宣言（プライバシーポリシー） ……………………………………… 46
   
  Ⅴ . 直近の2事業年度における財産の状況
 1 . 計算書類 …………………………………………………………………………… 49
 2 . リスク管理債権 …………………………………………………………………… 60
 3 . 元本補てん契約のある信託に係る貸出金の状況 ………………………………… 60
 4 . 債務者区分に基づいて区分された債権 ………………………………………… 60
 5 . ソルべンシー・マージン比率 ………………………………………………………… 61
 6 . 時価情報等 ………………………………………………………………………… 63
   
  Ⅵ.  平成22年度の末日において事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさ
せるような事象等について………………………………………………………… 64

  Ⅶ.～Ⅸ.　保険会社及びその子会社等について …………………………………… 64 
 Ⅹ.　平成22年度末における重要事象等 …………………………………………… 64



ご あ い さ つ

日頃より、皆様には格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

２０１０年度は、本年3月の東日本大震災による影響を受けた年となりました。この震災により亡く
なられた多くの方々に心よりお悔やみ申し上げるとともに、被災された皆様には謹んでお見舞い
申し上げます。

アリアンツ火災海上保険株式会社の社員だけでなく、アリアンツ・グローバル・コーポレート・アン
ド・スペシャルティ（AGCS）のグローバル･チームもまた、今回の悲惨な災害以降、日本および
海外のお客様に対応するために全力を尽くしてまいりました。当社は、可能な限り早急に保険金
のお支払いを行い、地震による損害や損失を被ったお客さまを支援するという保険会社として
の使命を果たすことによって、被災地の一日も早い復興に貢献したいと考えております。

昨年、アリアンツ火災海上保険株式会社がAGCSの一員として統合されるという発表がなされ
て以来、当社は、サービス、財務安定性、組織体制、保険商品内容を、AGCSのグローバルな事
業モデルと一致させる作業を着実に進めてまいりました。当社は法人のお客様へのサービスにさ
らに注力していくため、ペット保険事業から撤退することを決定いたしました。同時に、エンジニア
リング、賠償責任、金融、財物、海上、航空、エネルギーなどの企業保険分野や特殊保険分野
で優れた国際的な保険サービスを提供することを主目的として、人材やインフラへ積極的に投資
し、引受業務および専門的なリスク・コンサルタント機能を拡充いたしました。

AGCSは世界150以上の市場で事業を展開しており、当社は、そのグローバルな資源と保険市
場をリードする深い専門知識を活用して、日本での地盤をさらに拡大してまいりたいと考えており
ます。AGCSはまた、財務安定性においても保険業界をリードし続けており、他のどの法人向け
保険会社や特殊保険会社よりも高い財務格付けを保持しています。AGCSの日本における戦
略的重要性の高い子会社として、当社はその恩恵を受けております。当社は格付機関であるス
タンダード＆プアーズ社より、現時点で日本の損害保険会社の中で最も高い格付けとなる、AA
－の評価を引き続き獲得しています。

当社は昨年、個別の保険およびリスク管理ソリューションを、より多くの日本の法人のお客様に
ご提供できたことを誇りに思っております。これらのお客様のみならず、当社の保険代理店・ブ
ローカーの皆様、ビジネスパートナーの皆様におきましても、引き続き当社へのご支援、お引き立
てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

　　　アリアンツ火災海上保険株式会社 　　　
代表取締役社長　ミヒャエル　マイヒヤー 





当社の最大の目標は、お客様第一主義をモット－に、保険会社のリスクを専門的に管理しながら、お客様の個別

のニ－ズにお応えすべく革新的でテ－ラ－メ－ドのソリュ－ションを提供し、そしてそれによりお客様への約束を果たし

つつ成長を持続することです。

当社は、急速に進化する世界の中において変化するためのパ－トナ－です。私たちは当社のお客様を理解してい

ます。そして当社のお客様は世界のどこからでも、私たちとコンタクトをとることができます。私たちは当社のお客様の

リスクを理解しています。そしてお客様を予期せぬ事態から守るために、現地であらゆる種類の保険商品とサービスを

テ－ラ－メ－ド・ソリュ－ションの形で提供します。また同時にお客様の窓口を一本化することにより、お客様のビジネ

スの遂行を容易にします。当社は、常に、質の高い専門的なサ－ビスでお客様のご期待にそうよう最善を尽くします。

また、ビジネスの基本原則としてコンプライアンスを遵守します。

当社はアリアンツ･グロ－バル・コ－ポレ－ト･アンド・スペシャルティ（AGCS）の傘下に入りました。業界に関する専

門性や知識を通じ、日本の企業および専門的なリスク･ソリュ－ション分野において、お客様のニ－ズに応えることの

できる、世界で主要な国際保険会社になることを目指しています。   

アリアンツ･グロ－バル・コ－ポレ－ト･アンド・スペシャルティ（AGCS）：AGCSのグローバルなネットワ－クを通じて

一貫した高水準の専門知識とアンダ－ライティングが当社のお客様に確実に提供されるよう、リスク分析、格付け、

価格設定の水準を維持しています。グロ－バルなアンダ－ライティングの専門家の知識と、現地のアンダ－ライティン

グの視点から具体的なソリュ－ションをお客様に提供します。そして災害発生時には、熟練した損害査定チ－ムと経

験豊かなクレ－ム･マネジャ－が、早急にお客様が業務を継続するために必要なサ－ビスを提供します。AGCSは世

界中のネットワ－ク･パ－トナ－と共に７０カ国で事業を展開しています。加えて企業保険会社としての長年にわたる

豊富な経験によりお客様の利益に資するべく最適なツ－ルを用意し提供します。

当社はお客様と長期にわたる関係を構築したいと考えています。信頼と安定そしてコミットメントによりお客様およ

びブローカ－の皆様とチ－ムを築きます。そしてAGCSの堅実な基盤により、いつでも必要な時はお客様の力になり

ます。大局的見地から、事がうまく運ばない時も、長期にわたる力強いパートナ－として、当社はお客様を支援します。

今日、明日、そして今後ずっと、いつでも何処でも当社はお客様を見守っています。

１.  アリアンツ火災海上保険株式会社の企業理念

Ⅰ.  会社の概況及び組織
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アリアンツ・グループについて

アリアンツは世界有数の保険・金融サ－ビスグル－プであり、１８９０年に設立され、現在は７０カ国以上で事業

を展開。従業員数は１５万人以上です。アリアンツは世界の約７,６００万のお客様に、損害保険、生命保険、

資産運用などの分野で、幅広い金融サ－ビスを提供しています。

アリアンツ エス・イ－はダウジョ－ンズ・サステナビリティ・インデックスを構成する主要保険会社のひとつです。

アリアンツは国連グローバル・コンパクトの原則、および経済協力開発機構（OECD）多国籍企業ガイドライン

を支持しています。

２０１０年１２月末時点、アリアンツ・グル－プ全体の総資産は約６,２４９億ユ－ロ（約６８兆円、１ユ－ロ１１６．２

円換算）であり、総収入は約１,０６５億ユ－ロ（約１２兆３，７００億円、１ユーロ１０８．８円換算以下同じ）、純利

益は約５２億ユ－ロ（約６，０００億円）となっています。

アリアンツ･グロ－バル・コ－ポレ－ト･アンド・スペシャルティ（AGCS）について

AGCSは、アリアンツ・グル－プのコ－ポレ－ト・アンド・スペシャルティ保険顧客専用のブランドです。AGCSは、ア

リアンツ・グロ－バル・コ－ポレ－ト・アンド・スペシャルティ・ア－ゲ－（AGCS AG）、およびAGCSブランド傘下の提携

企業で構成され、国際保険プログラムをはじめ、エネルギ－、エンジニアリング、フィナンシャル・ライン（会社役員賠償

責任保険を含む）、賠償責任保険および企業財産総合保険など、海上、航空、企業保険事業全般にわたる保険お

よび危機管理コンサルティング・サ－ビスを提供しています。

AGCSは、アリアンツ・グル－プのネットワ－クやその他のネットワ－ク提携企業を通じて、世界の１５０以上の国や

地域で事業を展開しています。従業員数は３,０００人以上、フォ－チュン・グロ－バル５００社の大多数の企業に保険

サ－ビスを提供しています。２０１０年の世界の年間保険料総額は４０億ユ－ロ（約4,700億円）です。

スタンダ－ド&プア－ズ社によるAGCS AGの財務力格付けはAA（Very Strong）※、A. M. ベストによる財務力

格付けはA＋（Superior）※です。

※格付は、ともに２０１１年５月３１日現在です。

アリアンツ火災海上保険株式会社について

当社は、１９９０年にヨーロッパの損害保険会社では初めて、日本法人として設立されました。当社は世界有数

の金融サ－ビス企業であるアリアンツ・グル－プの一員で、２０１０年１月より一定規模以上の企業や特殊分野の

保険種目の引受を対象とする、グル－プの専用ブランドであるアリアンツ･グロ－バル・コ－ポレ－ト･アンド・スペシャ

ルティ（AGCS）のグロ－バル・ネットワ－クの傘下に入りました。

日本でも、国際保険プログラムをはじめ、エネルギ－、エンジニアリング、フィナンシャル・ライン（会社役員賠

償責任保険を含む）、賠償責任保険および企業財産総合保険など、海上、航空、企業保険事業全般にわたる

保険および危機管理コンサルティング・サ－ビスを提供しています。

２.  会社の沿革
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Ⅰ.当社はスタンダ－ド＆プア－ズ社より財務力格付けにおいて２０１１年５月３１日現在でAA－（アウトルック、ネガティ

ブ）の評価を得ています。

当社の２０１０年度（２０１０年４月～２０１１年３月）の正味収入保険料は△３億８千万円、同年度末での総資産

は７２億８千万円となっています。

日本における沿革・資本金の推移

１９９０年１１月　 資本金２０億円で東京都港区に会社設立

１９９０年１２月　 日本における営業免許を取得

１９９１年　４月　 在日ドイツ系企業を中心に営業開始

１９９５年　９月　 資本金を５億円増資し、２５億円とする

１９９９年　４月　 アシュアランス･ジェネラール･ド･フランス東京支店 (A.G.F. 東京支店 )

   より包括移転を受ける（取引信用保険を除く）

２０００年　３月　 資本金を１０億円増資し、３５億円とする

２００７年　３月  資本金を３億円増資し、３８億円とする

２００８年　３月  資本金を３億円増資し、４１億円とする

２００９年　３月  資本金を２億６千７百万円増資し、４３億６千７百万円とする

２０１０年　３月  資本金を３億７千万円増資し、４７億３千７百万円とする

２０１１年　３月  資本金を５億円増資し、５２億３千７百万円とする

店舗所在地（２０１１年７月１日現在）

本　　社  東京都港区元赤坂１丁目６番６号　安全ビル

  ＴＥＬ ： 03－4588－7500（代表）

発行済株式総数 １３９,４８０株

株主名  アリアンツ・グローバル・コーポレート・アンド・スペシャルティ・アーゲー　

　　　　　　　　（本社 ： ドイツ・ミュンヘン）

  所有株式数 ： 1３9,480株（100％）

３.  株主・株式の状況（201１年3月31日現在）
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本社機構（含む営業機構）201１年7月1日現在

４.  経営の組織

保 険 計 理 人

監　査　役　会
監 　 査　　役

オペレーション部

企業保険部

プロパティ部

エ ナジ ー 部

損 害 部

情報システム部 パ ー ソ ナ ル
ラ イ ン 部

コミュニケー
ション オフィス

海 上 部

エンジニアリング部

商品開発部

ファイナンス本部 ファイナンス部

リーガル＆コン
プライアンス部

オペレーション・人事
・情報システム・パー
ソナルライン本部

マーケットマネジメント・
コミュニケーション本部

アンダーライティング
・クレーム本部

取　締　役　会

内部監査室

株　主　総　会

代表取締役社長 社 長 室

人 事 部

営業企画／アシ
スタンスオフィス

ライアビリティ部

ファイナンシャ
ル ライン 部

リスクコンサ
ルティング部

リスク管理部
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Ⅰ.
５.  役員の状況（201１年7月1日現在）

会計参与

該当事項はありません。

６.  会計参与の状況

 役職・職名 氏名（生年月日） 略　　　　歴

　代表取締役会長 アクセル・タイス 2004年　5月 アリアンツ・グローバル・コーポレート・アン 
（非常勤） （１９５８年１月１３日生）  ド・スペシャルティ・アーゲー　取締役会長 
   兼最高経営責任者
  2009年 12月 当社代表取締役会長

　
代表取締役社長 ミヒャエル・マイヒヤー 1998年 アリアンツ・アーゲー入社  
 （１９７０年５月１０日生） 2007年　8月 当社代表取締役社長

　
取締役 黒野　泰正 2001年　2月 当社入社
 （１９５５年１１月２９日生） 2009年　7月 当社取締役

　
取締役 村上　博敏 200９年　１月 当社入社
 （１９５０年８月３日生） 20１１年　１月 当社取締役

　
取締役 ル－ツ・フルグラフ 2006年　5月 アリアンツ　エス・イ－・リインシュアランス・ 
（非常勤） （1954年3月２3日生）  ブランチ・アジア・パシフィック　エグゼクティブ・ 
   ジェネラル・マネ－ジャ－兼グロ－バル・コ－ポレ 
   －ト・アンド・スペシャルティ本部長
  2009年 12月 当社取締役

　
取締役 ダグラス・ペニクック 2009年　7月 アリアンツ・グロ－バル・コ－ポレ－ト・アン 
（非常勤） （1951年5月4日生）  ド・スペシャルティ・ア－ゲ－
   取締役兼地域及び市場管理最高責任者
  2010年　6月 当社取締役

　
監査役 宮中　省二 200８年　４月 当社取締役
（常勤） （１９４９年７月２８日生） ～20１１年　１月
  20１１年　６月 当社監査役

　
監査役 中澤　武士 2008年　6月 当社監査役
（非常勤） （１９４５年３月３１日生）

　
監査役 西谷内　力世 2008年　6月 当社監査役
（非常勤） （１９４６年５月２３日生）

（注）中澤氏および西谷内氏は会社法第２条第１６号に定める社外監査役です。
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当社は、主にブローカー及び代理店を通じて保険商品の販売・引受を行っています。

主な取扱い商品は下記のとおりです。

ビジネスの保険 企業をとりまく様々なリスクを取り除きます。

１.  主な取扱い商品（２０1１年４月１日現在）

Ⅱ.  主要な業務の内容

企業財産総合保険 企業所有の建物や動産の損害を補償するとともに、損害を受けたことによって営業
が休止または阻害されたために生じた利益喪失など事業活動で直面するリスクを総
合的にカバーし、補償するオールリスクタイプの総合保険です。

普通火災保険 店舗・工場などの火災などにより生じた損害を補償する保険です。

店舗総合保険 事務所店舗・店舗兼住宅などの建物とその什器・備品などを対象とし、普通火災保
険で補償する損害のほか、車の飛び込み損害・水漏れによって生じた損害、持出家
財の損害など幅広く補償する保険です。

利益保険 店舗・事務所・工場・倉庫などの火災、落雷、爆発などによる営業の休止によって生じ
た利益の減少を補償する保険です。

店舗休業保険 店舗・事務所の火災、落雷、爆発などによる業務休止によって生じた利益の減少を
補償する保険です。

動産総合保険 動産を対象として、火災による損害のみならず、盗難や破損など偶然な事故による損
害を補償するオールリスクタイプの保険です。

機械保険 機械設備・装置を対象とし、従業員の誤操作、保守管理の不良による事故、電気的
事故のほか、物の落下・衝突などの偶発的な事故によって被った損害を補償する保
険です。

組立保険 機械設備・プラント装置、鋼構造物などの据付け・組立工事において偶発的な事故
により、工事の目的物・工事用材料などに生じた損害を補償します。

建設工事保険 工事から引渡しまでの間に、建設中の建物に損害が生じた場合に補償する保険で
す。

賠償責任保険 偶然な事故により他人に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負ったとき、その賠
償金を補償する保険で、施設所有（管理）者・請負業者・生産物など各種賠償責任
保険があります。

会社役員賠償責任保険 会社役員がその業務を執行するにあたり、過失により会社（株主）や第三者に経済
的損害を与えたとの理由で損害賠償請求を受けた場合に、役員が個人として負担し
なければならない損害（損害賠償金、弁護士費用等）を補償する保険です。
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Ⅱ.
船舶保険 船舶の海上危険によって被った損害を補償する保険です。

貨物海上保険 海上輸送中の貨物の海上危険によって生じた損害を補償する保険です。

運送保険 陸上（注）輸送中の輸送用具の事故、その他の危険によって生じた貨物の損害を補
償する保険です。
（注）河川湖沼を含みます。

労働災害総合保険 従業員が業務上災害を被ったとき、政府労災保険の給付で足りない部分を補償す
る労災保険の上乗せ保険です。

普通傷害保険
（「就業中のみの危険
補償特約」付帯）

普通傷害保険に「就業中のみの危険補償特約」を付帯して、企業・団体などが契約
者となり、その従業員などを被保険者として、職場内および通勤途上などにおける傷
害について保険金をお支払いする保険です。
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損害保険事業

♦保険の引受 ： 当社は、次の各種保険の引受けを行っています。

　 ⑴火災保険　⑵海上保険　⑶運送保険　⑷傷害保険　⑸自動車保険　⑹賠償責任保険

　⑺労働者災害補償責任保険　⑻機械保険　⑼建設工事保険　⑽動産総合保険　

　⑾費用・利益保険　⑿その他の保険　⒀以上各種保険の再保険

♦資産の運用 ：  当社は、皆様から収受した保険料を、安全性・流動性に留意し有価証券投資を主体に運用して

います。

♦ 当社は、他の保険会社の保険業に係る業務の代理・代行業務を行っています。

３.  損害保険のしくみ

⑴損害保険制度について

損害保険とは、一定の偶然な事故から生じる損害を補償するために、同一の危険にさらされている多数の人々が、

統計的基礎（大数の法則といいます）によって算出された保険料をそれぞれ支払っておくことによって、万一事故発

生により損害を被ったときに保険契約の約定内容と損害の程度に応じて、保険金を受けとることができるようにする

しくみです。このように損害保険は、多くのお客様間のリスクを相互に分散させることにより経済的補償を提供し、個

人生活の安定や企業経営の安定に大きく寄与するという社会的役割を果たしています。

⑵損害保険契約の性格について

損害保険契約とは、保険会社が一定の偶然の事故 ( 保険事故 )によって生ずることのある損害をてん補するこ

とを約束する契約をいいます。よって保険契約の当事者のうち、保険会社は保険金を支払う義務を負い、保険

契約者は保険料を支払う義務を負います（保険法第２条）。

したがって、損害保険契約は、双務・有償契約で当事者の合意のみで有効に成立する諾成契約という性格を

有します。しかし、多数の契約を迅速かつ正確に引き受けるため、実務上一定様式の保険契約申込書を使用し、

保険会社はこれに記載された内容に基づき、保険証券または保険引受証を作成し契約者にお渡ししています。

２.  事業の内容（２０1１年４月１日現在）
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Ⅱ.

⑴約款の位置づけ

損害保険は、目に見えない無形の商品ですが、その内容を具体的に目に見えるようにし、契約の約束事を記載し

たものが保険約款です。その新設・変更については、原則として、保険会社は保険事業の監督者である金融庁の認

可を受けるか届出を行っています。約款には、基本的な保険契約の内容を定めた「普通保険約款」と個々の契約に

おいてその内容を補完したり、修正したりする「特別約款」および「特約」があります。保険契約は、すべてこうした約

款に従って契約されます。

⑵契約時の留意事項

申込書に記載された内容も契約内容としてご契約者・保険会社の双方を拘束します。従って、保険のご契約にあ

たっては、当社の社員又は代理店から普通保険約款、特別約款等の内容につき十分な説明を受け、申込記載内容

をよく確認した上でご契約いただくことが大切です。 当社では、主要種目のご契約内容についてご契約前に十分に

ご理解をいただくために、「重要事項等説明書」を作成しています。

４.  約款

⑶再保険契約について

保険会社がお引受した保険契約の中には、大型旅客機・大型船舶・巨大石油コンビナート等の大型契約や地

震・台風災害などの自然災害に備えた契約があります。もし、このような契約に事故が発生した場合、保険金の支払

が膨大となり、保険会社の存続に多大な影響を与える場合があります。保険会社は、巨額保険金の支払いに備え、

引き受ける危険の分散化のために、自社が引受したリスクのうちの一定割合を国内外の他の保険会社に引き受けて

もらうことがあります。また、反対に他の保険会社が引き受けた巨大リスクの一部を引き受けることがあります。このよ

うな保険会社間の危険の分散を目的とした保険契約を「再保険」といいます。
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⑴保険料のお支払い・返還

損害保険の保険料は、保険契約締結と同時に領収することが原則となっています。よって、保険期間開始後でも

保険料領収前に事故が発生した場合、保険金をお支払いすることができません。また、保険契約締結の後、危険の

増加または減少などの変更が生じた場合は、保険料の返還または請求を行う場合があります。保険期間の中途で契

約が失効した場合や解除された場合には、約款に従って保険料の一部を返還いたしますが、事由によっては返還で

きない場合もあります。

⑵保険料（率）

損害保険の保険料（率）は、純保険料（率）［注１］部分と付加保険料（率）［注２］部分から構成されています。当社

が適用している純保険料（率）［注１］には以下のものがあり、これに当社の付加保険料（率）［注２］を合算して保険料

（率）としています。

♦当社が金融庁から認可を取得または金融庁へ届出を行った純保険料（率）［注１］。

♦  損害保険料率算出機構が金融庁へ届け出た参考純率[注３]を参考に、当社が金融庁から認可を取得または

金融庁への届出を行った純保険料（率）［注１］。

また、上記とは別に損害保険料率算出機構が金融庁へ届け出た基準料率[注４]を採用している保険種目もあり

ます。

 ［注１］保険事故が起きたときに保険会社が支払う保険金に充当される部分であり、過去の統計等を使用して大

数の法則に基づく損害発生の頻度と程度によって算出されます。

［注２］保険会社の経営に必要な事務処理費や代理店手数料（率）、利潤といった諸経費に充当される部分をい

　います。

[注３]損害保険料率算出機構は、自動車保険、火災保険、傷害保険等の参考純率を算出し、損害保険料率算

　出団体に関する法律に基づき、金融庁に届出をしています。

[注４]損害保険料率算出機構は、法律に基づく地震保険や自賠責保険については、付加保険料（率）［注２］を

　含め算出しており、これを「基準料率」といいます。

５.  保険料
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Ⅱ.

 　保険会社が引き受けた保険契約について事故が発生した場合、保険金をお支払いするまでの流れはおおむね

次のようになっています。

１． 保険会社・代理店への事故通知

 　万一事故が発生した場合は、事故の態様に応じた緊急処置（負傷者の救護、警察署・消防署(火災)などへの

通報等）を講じた後、直ちに当社または当社代理店まで事故発生の日時・場所・事故の概要などをご通知下さい。

２． 事故状況・損害額の調査

 　当社では、ご契約者、代理店から事故通知をお受けすると、担当者がご契約内容を確認し、被災物件や罹災現

場の調査、また修理業者、病院等への照会などを行うことにより、保険金お支払いの対象となる事故であるかどう

かや、ご契約者（被保険者）側の賠償責任の有無や程度についての判断を行います。その際、事故の内容、損害

の程度に応じて、損害調査のための資料の提出をお願いする場合があります。

3． 保険金お支払い額の決定

 　ご契約者、被害者、修理業者など関係者との折衝や、修理見積書・休業損害証明書・示談書等の損害額把握

のための書類の確認を経て、お支払い保険金が決定されます。特別な照会や調査が必要な場合は、その内容及

び所要日数につきご連絡します。

4． 保険金請求書類の提出

　保険金のお支払いに必要な書類をご提出いただきます。

５． 保険金のお支払い

　保険金のお支払いに必要な書類をご提出いただきますと、内容を確認のうえ、上記３.で決定した保険金をお支

　払いします。

事故発生からお支払いまでの一般的な流れ

６.  保険金のお支払い

事故発生
緊急処置の
実施

当社又は
代理店への
事故通知

事故状況・
損害額の
調査

保険金の
お支払い額
決定

保険金請求
書類の
ご提出

保険金の
お支払い
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⑴契約締結のしくみ

代理店による保険募集

代理店は損害保険会社との間で締結した｢損害保険代理店委託契約｣に基づき、保険会社に代わって損害

保険の契約募集を行います。損害保険代理店には保険会社のために保険契約を締結する代理権を有する締結

代理店と保険契約の締結の媒介のみを行う媒介代理店の２種類があります。

契約の撤回、解除について－「クーリングオフ制度」

保険期間が１年を超える個人保険契約について、クーリングオフ制度が適用されています。お客様がご契約を

お申込みいただいた日、またはクーリングオフ説明書を受領された日のいずれか遅い日からその日を含めて８日以内

であれば、当社に書面による通知をもって、ご契約の申込みの撤回または解除（クーリングオフ）を行うことができま

す。

⑵代理店の役割と業務内容

　当社では、代理店委託契約書を取り交わした上で、締結代理店の場合、代理店がお客様との間で次のような

業務を行うことを代理店に委託しています。

♦保険契約の締結

♦保険料の領収または返還

♦ 保険契約の変更・解除等の申し出の受付（ただし、クーリングオフの申し出は除きます）

♦保険料領収証の発行・交付

♦保険契約の維持、管理に関連するその他の事項

また代理店は、このほかにもお客様と保険会社の橋渡し役としてお客様のニーズに対応した各種保険サービス

を提供し、万一の事故が生じた際には、保険金のご請求についての適切なアドバイスをすることなどのサービスも

日常業務としています。このように、代理店は損害保険に関するプロフェッショナルとしてお客様に様々な情報を

提供し、お客様の家庭や会社等を様々な危険や災害から守り、経済生活の安定を図るという社会的役割を担っ

ています。

７.  保険募集
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Ⅱ.⑶代理店登録

損害保険代理店は、保険業法に基づき主務官庁に登録することが義務づけられています。この登録を行っては

じめて代理店として保険契約の募集を行うことが可能となります。なお、登録事項に変更が発生したとき、代理店

業務を廃止するときには届出を要し、さらに代理店の役職員として保険募集を行う人についても届出が必要です。

⑷代理店教育

お客様であるご契約者に対して、適切な情報と充実したサービスを提供できる代理店を育成することを目的と

し、専門的な保険知識に関する教育、代理店としてのコンプライアンスに関する研修などを実施しています。

⑸代理店数（２０1１年３月３１日現在）

※２０１１年６月３０日付で閉鎖し、関西支店管轄の代理店は、本社が管轄しています。

⑹当社の勧誘方針

当社では、「金融商品の販売等に関する法律（平成１２年法律第１０１号）」に基づく勧誘方針を以下のとおり

定めて、適正な金融商品の販売・勧誘に努めています。

 店　　舗 代理店数

 本　　社 1８９

   関西支店※ ４2

｢勧誘方針｣
　　　　　　　　　　　　
お客さまの視点に立った販売・勧誘に努めます。

１． お客さまの保険に関する知識、購入経験、家族状況、財産状況、購入の目的等を商品特性に応
　　  じて総合的に勘案させていただき、お客さまのご意向と実情に沿った商品の説明と提供に努めます。
２． 商品についての重要事項をお客さまに正しくご理解いただけるよう適切な説明に努めます。
３． お客さまにご迷惑をおかけする時間帯や場所、方法での勧誘はいたしません。
４． お客さまと直接対面しない勧誘・販売（インターネット販売、通信販売など）を行う場合においては、

　　 説明方法などに工夫を凝らし、お客さまにご理解いただけるよう努めます。

お客さまにご満足いただけるよう適切な対応に努めます。

１． お客さまのお問い合わせには、迅速、適切、ていねいな対応に努めます。
２． お客さまに対して公正な事務処理を行うとともに、万が一保険事故が発生した場合には、保険金等
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　　 のお支払について迅速、的確、ていねいな対応と適正な支払に努めます。
３． お客さまのご意見、ご要望を真摯に受け止め、商品開発や販売活動に活かしてまいります。

各種法令を遵守して適正な対応に努めます。

１． 金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、保険業法、個人情報の保護に関する法律そ
　　 の他の関連法令等を遵守します。
２． 適切な業務を確保するために、社内体制の整備・向上と販売にあたる者の研修に取り組みます。
３． お客さまのプライバシーを尊重するとともに、お客さまに関する情報については、適正な取扱と管理

　　 をいたします。
- 以上 -
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Ⅲ.

⑴事業の経過及び成果等

当事業年度において、当社は国内経済の回復の遅れにもかかわらず、着実な一歩を踏み出すことができました。こ

の1年は親会社変更による統合の年であり、アリアンツ･グローバル・コーポレート･アンド･スペシャルティ（AGCS：ア

リアンツ・グループの企業保険会社）のグローバルなビジネスに照らして事業を見直してきました。このグループ一体

の事業姿勢は、年度末における10億円の資本増強という事実からもおわかりいただけます。

当社のコア・ビジネスは、グローバルな国際企業保険で、当事業年度は順調に拡大し元受・受再合計で引受を伸

ばしました。また、その戦略に沿って、ペット保険事業をアクサ損害保険株式会社に売却する意思決定をいたしまし

た。

さらに当社は、再保険構造を見直し、保険ビジネスの多くをAGCSおよび限られた数の外部の再保険会社に出再

することといたしました。こうした出再により、大きなリスクや（特に3月に発生した東日本大震災による）自然災害は多

くの部分がカバーされることとなりました。この構造変化により、正味責任準備金が大きく減少し、再保険手数料とと

もに、収益に貢献しました。

これらの結果、当事業年度の業績は次のとおりとなりました。

保険引受収益が2,179百万円（前期比2,552百万円減）、資産運用収益が21百万円（同32百万円減）、その

他経常収益が104百万円（同89百万円増）となり、経常収益は2,305百万円（同2,495百万円減）となりました。

保険引受費用は193百万円（前期比3,895百万円減）、営業費および一般管理費は1,598百万円（同196

百万円増）、経常費用は1,801百万円（同3,690百万円減）となりました。

上記の結果、経常利益は504百万円となりました。経常利益に特別利益、特別損失、法人税等合計を加減した

結果、当期純利益は497百万円となりました。ソルベンシー・マージンにつきましては、522.7％（前年度 731.6%）と

引き続き十分な水準を保持しております。

経常利益の主な原因は、保険引受収益が前期に比べ２，５５２百万円減少したものの、保険引受費用が３，

８９５百万円減少したためです。この結果、保険引受利益は３９０百万円となり、前期の△７５６百万円から大きく改善

しました。

資産運用に関しては、利息及び配当金収入は前年度に比べ３２百万円減少し、資産運用費用が７百万円増加し

たために、資産運用粗利益は１４百万円に減少しました。

１.  直近の事業年度（平成２２年度）における事業の概況

Ⅲ .  主要な業務に関する事項
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⑵保険引受の概況

保険引受収益のうち、正味収入保険料は、△３８６百万円であり、前期比１０８.２％の減少となりました。一方、保

険引受費用のうち、正味支払保険金は、前期比６０.５％減の９０２百万円で、当期正味損害率は△２５６.５％となりま

した。

また、保険引受における営業費および一般管理費については、前期に比べ１９６百万円増加し、１,５９５百万円と

なり、正味事業費率は△２０６.９％となりました。

⑶主な種目の状況

当事業年度より再保険構造を見直した結果、一部保険種目において正味収入保険料がマイナスとなっておりま

す。

火災保険

正味収入保険料は、１９１百万円と前年度に比べ、６０.０％の減収となりました。

正味損害率は、３６.５ポイント上昇し、６３.９％となりました。

海上保険

正味収入保険料は、１６４百万円と前年度に比べ、６８.０％の減収となりました。

正味損害率は、５９.７ポイント上昇し、１３９.０％となりました。

傷害保険

正味収入保険料は、１６８百万円と前年度に比べ、４９.０％の減収となりました。

正味損害率は、３４.３ポイント上昇し、６６.３％となりました。

自動車保険

正味収入保険料は、△１,２５２百万円と前年度に比べ、３,０６９百万円の減収となりました。

正味損害率は、５６.６ポイント減少し、△１.２％となりました。

賠償責任保険

正味収入保険料は、３５２百万円と前年度に比べ、４５.３％の減収となりました。

正味損害率は、２５.８ポイント上昇し、４９.５％となりました。

その他の保険

その他の保険は、動産総合保険、ペット保険、建設工事保険などが主なものであります。正味収入保険料は、△
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Ⅲ.１０百万円と前年度に比べ、９５７百万円の減収となりました。そのうち動産総合保険につきましては、正味収入保険

料が△２３５百万円と、前年度に比べ、６００百万円の減収となりました。また、ペット保険につきましては、正味収入保

険料が８４百万円となりました。

⑷資産運用の概況

当期末運用資産は、前期より２.９％減少し、５,１５８百万円となりました。増減資産項目については、預貯金が

７７１百万円増加、有価証券が９１４百万円減少し、当期末総資産は７,２８３百万円（前期比０.９％増）となりました。

⑸対処すべき課題

今後の経営課題としましては、より多くのお客様からの信頼を維持するために内部管理態勢の強化に努めるとと

もに、金融危機に直面しながらも堅実な経営を継続しているアリアンツ・グループの一員として企業保険分野への特

化を通して、更なる魅力ある商品のご提案、ＩＴインフラの整備、リスク管理等、更なるご信頼確保への取り組みを行っ

てまいります。
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２.  直近の５事業年度における主要な業務の状況を示す指標

（単位：百万円）

年度
区分 平成１８年度（末） 平成１９年度（末） 平成20年度（末） 平成21年度（末） 平成2２年度（末）

正味収入保険料
経常収益
経常利益 /経常損失
当期純利益 /当期純損失
資本金
発行済株式の総数
純資産額
総資産額
責任準備金残高
貸付金残高
有価証券残高
ソルベンシー・マージン比率
配当性向
従業員数

３,８３２
３,９７７
△ ５５８
△ ５７５
３,８００

８２
５６０

６,１３０
３,３１５

－
２,４５０
５８４.２

－
５７

千株

％

％

名

４,１７１
４,２２７
△ ３９４
△ ４５５
４,１００

９４
６４７

６,４１７
３,５９４

－
２,４８６
５４９.５

－
７０

千株

％

％

名

４,２03
４,４53
△ ５91
△ ５96
４,３６7

１０４
５８６

６,３８７
３,８７８

－
２,４７８
６５１.１

－
７３

千株

％

％

名

４,７３２
４,８０１
△ ６８９
△ ６９７
４,７３７

119
６９３

７,２２０
４,３９４

－
２,８５０
７３１.６

－
７4

千株

％

％

名

△ ３８６
２,３０５

５０４
４９７

５,２３７
139

２,１８０
７,２８３
２,６９０

－
１,９３６
５２２.７

－
７１

千株

％

％

名

（注）当社は積立型保険の販売をしていませんので、正味収入保険料には積立保険料を含んでいません。
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Ⅲ.

⑴主要な業務の状況を示す指標 

３.  直近の3事業年度における業務の状況を示す指標等  

正味収入保険料 （単位：百万円）

年度  
種目 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

火災
海上
傷害
自動車
その他
（うち賠償責任保険）

４９６
６７８
１９６

１,６８９
１,１４２

（      ４８８）

４７８
５１４
３３０

１,８１７
１,５９１

（      ６４４）

１９１
１６４
１６８

△１,２５２
３４１

（      ３５２）

合計 ４,２０３ ４,７３２ △３８６

（注）正味収入保険料は、元受および受再契約の収入保険料から出再契約の再保険料を控除したものです。

元受正味保険料 （単位：百万円）

年度  
種目 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

火災
海上
傷害
自動車
その他
（うち賠償責任保険）

２,４６８
９９９
１８６
３３

１,８２８
（    １,０８６）

２,１８０
６９９
１７１
２８

２,５５１
（    １,５３９）

１,９０３
６９５
１４７
１１

２,８５２
（    １,６９８）

合計 ５,５１６ ５,６３１ ５,６０９
従業員一人当たり
元受正味保険料

７５,５７１千円 ７６,１００千円 ７９,０１０千円

（注）元受正味保険料は、元受保険料から元受解約返戻金および元受その他返戻金を控除したものです。

受再正味保険料 （単位：百万円）

年度  
種目 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

火災
海上
傷害
自動車
その他
（うち賠償責任保険）

７０３
５９６
１１０

１,７１５
６４７

（       １５８）

９６２
５３５
２７３

１,８２１
９６５

（       １２３）

１,１３４
９３６
３５２

１,９１５
７５８

（        ３０）

合計 ３,７７３ ４,５５９ ５,０９７

（注）受再正味保険料は、受再保険料から受再解約返戻金および受再その他返戻金を控除したものです。
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支払再保険料 （単位：百万円）

年度  
種目 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

火災
海上
傷害
自動車
その他
（うち賠償責任保険）

２,６７４
９１８
１００
５９

１,３３２
（      ７５５）

２,６６５
７２１
１１４
３２

１,９２５
（      １,０１８）

２,８４６
１,４６６

３３１
３,１７９
３,２６９

（      １,３７６）

合計 ５,０８６ ５,４５８ １１,０９３

（注）支払再保険料は、再保険料から再保険返戻金およびその他再保険収入を控除したものです。

正味支払保険金 （単位：百万円）

年度  
種目 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

火災
海上
傷害
自動車
その他
（うち賠償責任保険）

１７６
３７９
８９

９１５
６３８

（       １３２）

１２７
３９７
１００

１,００４
６５４

（       １４４）

１１７
２１５
１０７
１４

４４６
（       １６３）

合計 ２,１９９ ２,２８５ ９０２

（注）正味支払保険金は、元受および受再契約の支払保険金から出再契約による回収保険金を控除したものです。

元受正味支払保険金 （単位：百万円）

年度  
種目 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

火災
海上
傷害
自動車
その他
（うち賠償責任保険）

９６
４７３
１３１
２６

５９５
（       １３７）

１０８
６９５
６１
２４

６１９
（       １２４）

６７
２８５
８２
１９

１,０４１
（       ２０６）

合計 １,３２３ １,５０９ １,４９５

受再正味支払保険金 （単位：百万円）

年度  
種目 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

火災
海上
傷害
自動車
その他
（うち賠償責任保険）

３４２
２４８
１７

８９１
２７４

（       ３０）

２４０
２８７
７６

９８４
１７０

（       ２２）

１６４
２８５
１２４

１,１４０
１０９

（       １６）

合計 １,７７４ １,７６０ １,８２４
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Ⅲ.

保険引受利益 （単位：百万円）

年度  
種目 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

火災
海上
傷害
自動車
その他
（うち賠償責任保険）

３９２
２７

△１０７
△５０

△７５０
（        １５２）

２６５
△１６８
△４２

△２３６
△５７４

（        １１８）

２８４
２６５
△８０
１３２

△２１１
（        １７４）

合計 △４８８ △７５６ ３９０

（注） 保険引受利益は、保険引受収益から保険引受費用、保険引受に係る営業費および一般管理費を引き、その他収支を加算し
たものです。その他収支は、地震保険損益計算における税率変更による調整額です。

回収再保険金 （単位：百万円）

年度  
種目 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

火災
海上
傷害
自動車
その他
（うち賠償責任保険）

２６１
３４２
６０
２

２３１
（       ３５）

２２０
５８５
３７
４

１３５
（       ２）

１１３
３５５
９８

１,１４５
７０５

（      ５８）

合計 ８９９ ９８４ ２,４１８

解約返戻金 （単位：百万円）

年度  
種目 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

火災
海上
傷害
自動車
その他
（うち賠償責任保険）

６１
６１
０
０

１４２
（       ０）

４７
４２
１
０

１７
（       ３）

６３
２８
０
０

１０
（       ２）

合計 ２６６ １０９ １０２

（注）解約返戻金は、元受解約返戻金、受再解約返戻金の合計です。
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⑵保険契約に関する指標 

 

契約者配当金の額 

該当事項はありません。 

 

正味損害率、正味事業費率及びその合算率 （単位：％）

年度  
種目

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度
正味
損害率

正味
事業費率 合算率 正味

損害率
正味
事業費率 合算率 正味

損害率
正味

事業費率 合算率

火災
海上
傷害
自動車
その他
（うち賠償責任保険）

３６.１
５７.２
４７.４
５４.３
５８.９

（ ２８.３）

２５.６
４１.２
８８.５
４５.０
８５.８

（ ３５.８）

６１.７
９８.４

１３５.９
９９.３

１４４.７
（ ６４.１）

２７.４
７９.３
３２.０
５５.４
４４.０

（ ２３.７）

２７.０
５６.７
７５.４
４４.９
５９.７

（ ４４.７）

５４.５
１３６.０
１０７.４
１００.２
１０３.７

（ ６８.４）

６３.９
１３９.０
６６.３
△１.２
１４９.７

（ ４９.５）

４３.３
７７.４
８４.４
８.７

１６２.６
（  ７.３）

１０７.２
２１６.３
１５０.７

７.５
３１２.３

（ ５６.８）

合計 ５３.６ ５５.２ １０８.８ ４９.７ ５１.５ １０１.２ △２５６.５ △２０６.９ △４６３.４

（注）正味損害率＝（正味支払保険金＋損害調査費）÷正味収入保険料
正味事業費率＝（諸手数料及び集金費＋保険引受に係る営業費及び一般管理費）÷正味収入保険料
合算率＝正味損害率＋正味事業費率

国内契約・海外契約別の収入保険料の割合

区分 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

国内契約
海外契約

６９．６％
３０．４％

６４．７％
３５．３％

６０．７％
３９．３％

（注）上表は、収入保険料（元受正味保険料と受再正味保険料の合計）について国内契約および海外契約の割合を記載しています。

出再控除前の発生損害率、事業費率及びその合算率 （単位：％）

年度  

種目

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度
発生
損害率 事業費率 合算率 発生

損害率 事業費率 合算率 発生
損害率 事業費率 合算率

火災
海上
傷害
自動車
その他
（うち賠償責任保険）

２.５
３４.９
７４.０
５１.４
３８.２

（ １６.０）

１９.８
３０.０
６７.７
４６.６
５５.３

（ ２０.４）

２２.３
６４.９

１４１.７
９８.０
９３.５

（ ３６.４）

２.９
８４.０
３２.９
６２.３
４０.６

（ １０.９）

１９.０
３３.８
６０.７
４６.４
４４.７

（ １７.８）

２１.９
１１７.８
９３.６

１０８.７
８５.３

（ ２８.７）

５５４.９
９０.４
７３.６

１０１.８
６３.１

（ １７.２）

２２.５
３０.２
９４.７
６７.３
５６.３

（ １３.８）

５７７.４
１２０.６
１６８.３
１６９.１
１１９.４

（ ３１.０）

合計 ２９.２ ３７.３ ６６.５ ３７.８ ３６.０ ７３.８ ２２７.９ ４３.９ ２７１.８

（注）地震保険に係る金額を除いて記載しています。
発生損害率＝（出再控除前の発生損害額＋損害調査費）÷出再控除前の既経過保険料
事業費率＝（支払諸手数料及び集金費＋保険引受に係る営業費及び一般管理費）÷出再控除前の既経過保険料
合算率＝発生損害率＋事業費率
出再控除前の発生損害額＝支払保険金＋出再控除前の支払備金積増額
出再控除前の既経過保険料＝収入保険料－出再控除前の未経過保険料積増額
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主
要
な
業
務
に
関
す
る
事
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Ⅲ.出再を行った再保険者の数と出再保険料の上位５社の割合

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

出再先保険会社の数（注） ５社 ５社 ５社

出再保険料のうち上位５社の
出再先に集中している割合（％）

７９.２％ ６８.０％ ７４.７％

（注）特約再保険を１０百万円以上出再している再保険者（プールを含む）を対象としています。

出再保険料の格付ごとの割合

格付区分 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

A以上 １００.０％ １００.０％ １００.０％

BBB以上 － － －

その他 － － －

合計 １００.０％ １００.０％ １００.０％

（注）特約再保険を１０百万円以上出再している再保険者を対象としています。ただし、再保険プールを含んでいません。
格付区分は、スタンダード・アンド・プアーズ（S&P）社の格付を使用しています。

未収再保険金 　　　　　（単位：百万円）

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

1　　年度開始時の未収再保険金  107 １６５ １６８

2　　当該年度に回収できる事由が発生した額 899 ９８４ ２,４１８

3　　当該年度回収等   841 ９８０ １,８９５

4　　１＋２－３＝年度末の未収再保険金  165 １６８ ６９１

（注）地震保険に係る金額を除いています。
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⑶経理に関する指標

支払備金 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

年度  
種目 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

火災
海上
傷害
自動車
その他
（うち賠償責任保険）

１９６
１６６
３４

４７１
３６２

（　　　　８３）

１０５
２２６
４９

５５４
４７２

（　　　　１０１）

９５
１０４
５１
１３

２８２
（　　　　７８）

合計 １,２３２ １,４０８ ５４７

責任準備金 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

年度  
種目 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

火災
海上
傷害
自動車
その他
（うち賠償責任保険）

８７４
５２７
１０８
７７８

１,５８９
（　　　　５０５）

９２０
４５０
１１２
９２７

１,９８３
（　　　　７０２）

７４８
２５５
１２９
１９２

１,３６３
（　　　　８０３）

合計 ３,８７８ ４,３９４ ２,６９０

責任準備金積立水準
　該当事項はありません。
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主
要
な
業
務
に
関
す
る
事
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Ⅲ.引当金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成２１年度 （単位：百万円）

年度  
区分

平成２０年度
期末残高

平成２１年度
増加額

平成２１年度
減少額

平成２１年度
期末残高

一般貸倒引当金 
個別貸倒引当金 
特定海外債権引当金 
退職給付引当金 
役員退職慰労引当金
賞与引当金 
価格変動準備金 

ー
０
ー
４４
２
９
０

ー
ー
ー
１９
０

４４
１

ー
ー
ー
８
２

４３
ー

ー
0
ー
５５
１

１０
１

合計 ５７ ６５ ５４ ６８

平成２２年度 （単位：百万円）

年度  
区分

平成２１年度
期末残高

平成２２年度
増加額

平成２２年度
減少額

平成２２年度
期末残高

一般貸倒引当金 
個別貸倒引当金 
特定海外債権引当金 
退職給付引当金 
役員退職慰労引当金
賞与引当金 
価格変動準備金 

ー
0
ー
５５
１

１０
１

ー
２
ー
１８
１

１０
ー

ー
0
ー
９
１

１０
ー

ー
２
ー
６４
１

１０
０

合計 ６８ ３３ ２１ ７９

貸付金償却
　該当事項はありません。
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資本金等明細表（含む利益準備金および任意積立金）　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成２１年度 （単位：百万円）

年度  
区分

平成２０年度
期末残高

平成２１年度
増加額

平２１年度
減少額

平成２１年度
期末残高

資　本　金 4,367 ３７０ ー 4,737

う ち 既
発行株式 普 通 株 式 （104,680 株）

4,367
（14,800 株）

370
ー
ー

（119,480 株）
4,737

資本剰余金
資 本 準 備 金 867 370 ー 1,237

計 867 370 ー 1,237

利益剰余金

（ 任 意 積 立 金 ） 
価格変動準備金

55 ー ー 55

繰越利益剰余金 △ 4,665 ー 697 △ 5,363

計 △ 4,609 ー 697 △ 5,307

（注） 平成 21年度末における自己株式数はゼロ株です。
平成 21年度における資本金、資本準備金の増加額は、増資によるものです。

平成２２年度 （単位：百万円）

年度  
区分

平成２１年度
期末残高

平成２２年度
増加額

平成２２年度
減少額

平成２２年度
期末残高

資　本　金 4,737 500 ー 5,237

う ち 既
発行株式 普 通 株 式 （119,480 株）

4,737
（20,000 株）

500
ー
ー

（139,480 株）
5,237

資本剰余金
資 本 準 備 金 1,237 500 ー 1,737

計 1,237 500 ー 1,737

利益剰余金

（ 任 意 積 立 金 ） 
価格変動準備金

55 ー ー 55

繰越利益剰余金 △ 5,363 497 △ 4,865

計 △ 5,307 ー △ 4,810

（注） 平成 22年度末における自己株式数はゼロ株です。
平成 22年度における資本金、資本準備金の増加額は、増資によるものです。
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主
要
な
業
務
に
関
す
る
事
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Ⅲ.損害率の上昇に対する経常利益又は経常損失の変動

平成２１年度

損害率の上昇シナリオ すべての保険種目について、均等に発生損害率が１％上昇すると仮定いたします。

計算方法

・ 増加する発生損害額 = 既経過保険料 X １％
・  増加する発生損害額のうち、正味支払保険金、支払備金積増額の内訳について
は、当年度発生事故におけるそれぞれの割合により按分しております。

・ 増加する異常危険準備金取崩額 = 正味支払保険金の増加を考慮した
　取崩額－決算時取崩額
・ 経常利益の減少額 = 増加する発生損害額－増加する異常危険準備金取崩額

経常利益の減少額
４４百万円 
（注）増加する異常危険準備金取崩額  　０百万円

事業費（含む損害調査費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

年度  
区分 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

人件費 ７８１ 804 819

物件費 ７１５ 622 850

税金 ３３ 37 10

火災予防拠出金および
交通事故予防拠出金

０ ０ －

保険契約者保護機構に
対する負担金

４ ４ 5

諸手数料及び集金費 ８４２ 1,035 △ 797

合計 2,375 2,503 888

平成２２年度

損害率の上昇シナリオ すべての保険種目について、均等に発生損害率が１％上昇すると仮定いたします。

計算方法

・ 増加する発生損害額 = 既経過保険料 X １％
・  増加する発生損害額のうち、正味支払保険金、支払備金積増額の内訳について
は、当年度発生事故におけるそれぞれの割合により按分しております。

・ 増加する異常危険準備金取崩額 = 正味支払保険金の増加を考慮した
　取崩額－決算時取崩額
・ 経常利益の減少額 = 増加する発生損害額－増加する異常危険準備金取崩額

経常利益の減少額
10百万円 
（注）増加する異常危険準備金取崩額  　０百万円

（注） 地震保険、自動車損害賠償責任保険については、ノーロス・ノープロフィットの原則に基づき、増加する発生保険金は責任準
備金の取崩等により相殺しております。
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⑷資産運用に関する指標

資産運用方針

当社は、保険契約者の皆様からお預かりした保険料を将来の保険金支払に備えるために、資産内容の安全性・

流動性に留意しつつ、保険業法・保険業法施行規則等の法令に則り、収益性の向上を図るよう努めています。

資産運用の概況 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円、％）

年度  
区分

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

預貯金
コールローン
買入金銭債権
金銭の信託
有価証券
貸付金
土地・建物

2,109
ー
ー
ー

2,478
ー
76

33.0
ー
ー
ー

38.8
ー

1.2

2,398
ー
ー
ー

2,850
ー
63

33.2
ー
ー
ー

39.5
ー

0.9

3,170
ー
ー
ー

1,936
ー
52

43.5
ー
ー
ー

26.6
ー

0.7

運用資産計 4,664 73.0 5,312 73.6 5,158 70.8

総資産 6,387 100.0 7,220 100.0 7,283 100.0

利息及び配当金収入の額と運用資産利回り 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円、％）

年度  
区分

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

金額 利回り 金額 利回り 金額 利回り

預貯金
コールローン
買入金銭債権
金銭の信託
有価証券
貸付金
土地・建物

8
ー
ー
ー
34
ー
ー

0.40
ー
ー
ー

1.24
ー
ー

2
ー
ー
ー
39
ー
ー

0.10
ー
ー
ー

1.33
ー
ー

0
ー
ー
ー
37
ー
ー

0.03
ー
ー
ー

1.29
ー
ー

小計 42 0.86 41 0.81 38 0.68

その他 18 13 △ 15

合計 61 54 22

（注）利回りは、収入金額÷月平均運用額により算出しています。
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主
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関
す
る
事
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Ⅲ.海外投融資残高および構成比・海外投融資利回り 　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円、％）

年度  
区分

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

外
貨
建

外国公社債
外国株式
その他

ー
ー
ー

ー
ー
ー

ー
ー
ー

ー
ー
ー

ー
ー
ー

ー
ー
ー

外貨建資産計 ー ー ー ー ー ー

円
貨
建

非居住者貸付
外国公社債
その他

ー
864
ー

ー
100.0

ー

ー
919
ー

ー
100.0

ー

ー
618
ー

ー
100.0

ー

円貨建資産計 864 100.0 919 100.0 618 100.0

合計 864 100.0 919 100.0 618 100.0

海外投融資利回り
運用資産利回り 1.25％ 2.03％ 2.42％

（注）「海外投融資利回り」における「運用資産利回り」は、海外投融資に係る利息及び配当金収入を当該資産の平均運用額
      （償却原価ベース）で除した比率です。

商品有価証券の平均残高および売買高  

　該当事項はありません。  

保有有価証券の種類別の残高および合計に対する構成比 　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円、％）

年度  
区分

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

国債 
地方債 
社債 
株式 
外国証券 
その他の証券 
貸付有価証券

ー
ー

1,614
ー

864
ー
ー

ー
ー

65.1
ー

34.9
ー
ー

499
ー

1,431
ー

919
ー
ー

17.5
ー

50.2
ー

32.3
ー
ー

ー
ー

1,317
ー

618
ー
ー

ー
ー

68.1
ー

31.9
ー
ー

合計 2,478 100.0 2,850 100.0 1,936 100.0

保有有価証券利回り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：％）

年度  区分 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

国債 
地方債 
社債 
株式 
外国証券 
その他の証券 
貸付有価証券 

ー
ー

1.17
2.67
1.25
1.80

ー

0.07
ー

1.28
ー

2.03
ー
ー

0.10
ー

1.31
ー

2.42
ー
ー

合計 1.24 1.33 1.29
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有価証券残存期間別残高

平成２１年度  （単位：百万円）

年度  
区分

１年以下 １年超
５年以下

５年超
１０年以下 １０年超 期間の定め

のないもの 合計

国債 
地方債 
社債 
株式 
外国証券 
その他の証券 
貸付有価証券 

499
ー
ー
ー

299
ー
ー

ー
ー

1,431
ー

620
ー
ー

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

499
ー

1,431
ー

919
ー
ー

合計 799 2,051 ー ー ー 2,850

業種別保有株式の額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円、％）

年度  

区分

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

金融保険業 
商業 
輸送用機器業 
その他製造業 
電気機器業 
鉄鋼業 
サービス業 
その他 

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

合計 ー ー ー ー ー ー

平成２２年度  （単位：百万円）

年度  
区分

１年以下 １年超
５年以下

５年超
１０年以下 １０年超 期間の定め

のないもの 合計

国債 
地方債 
社債 
株式 
外国証券 
その他の証券 
貸付有価証券 

ー
ー

402
ー

402
ー
ー

ー
ー

915
ー

216
ー
ー

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

ー
ー

1,317
ー

618
ー
ー

合計 804 1,131 ー ー ー 1,936
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主
要
な
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務
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関
す
る
事
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Ⅲ.貸付金の残存期間別の残高
　該当事項はありません。

担保別貸付金残高
　該当事項はありません。

使途別の貸付金残高および構成比
　該当事項はありません。

業種別の貸付金残高および貸付金残高の合計に対する割合
　該当事項はありません。

規模別の貸付金残高および貸付金残高の合計に対する割合
　該当事項はありません。

⑸特別勘定に関する指標 
  
特別勘定資産残高 
該当事項はありません。 
 

特別勘定資産 
該当事項はありません。 
 

特別勘定の運用収支 
該当事項はありません。 

有形固定資産明細表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

年度  
区分 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

土地
　営業用
　賃貸用
建物
　営業用
　賃貸用

ー
ー
ー
76
76
ー

ー
ー
ー
63
63
ー

ー
ー
ー
52
52
ー

土地・建物合計
　営業用
　賃貸用

76
76
ー

63
63
ー

52
52
ー

建設仮勘定
　営業用
　賃貸用

ー
ー
ー

ー
ー
ー

ー
ー
ー

土地・建物・建設仮勘定合計
　営業用
　賃貸用

76
76
ー

63
63
ー

52
52
ー

その他の有形固定資産 79 48 47

有形固定資産合計 155 111 99
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４.  責任準備金の残高の内訳 

契約者配当準備金

該当事項はありません。

（単位：百万円）

内訳  

種目

平成２０年度

普通責任準備金 異常危険準備金 払戻積立金 合計

火災
海上
傷害
自動車
その他
（うち賠償責任保険）

372
237
30

630
1,075

（     377）

501
289
78

148
514

（      127）

ー
ー
ー
ー
ー

（        ー）

874
527
108
778

1,589
（     505）

合計 2,346 1,532 ー 3,878

（単位：百万円）

内訳  

種目

平成２１年度

普通責任準備金 異常危険準備金 払戻積立金 合計

火災
海上
傷害
自動車
その他
（うち賠償責任保険）

395
137
23

721
1,404

（     546）

524
313
88

206
579

（     156）

ー
ー
ー
ー
ー

（        ー）

920
450
112
927

1,983
（     702）

合計 2,682 1,711 ー 4,394

（単位：百万円）

内訳  

種目

平成２２年度

普通責任準備金 異常危険準備金 払戻積立金 合計

火災
海上
傷害
自動車
その他
（うち賠償責任保険）

226
58
60
0

891
（     633）

522
197
68

191
472

（     170）

ー
ー
ー
ー
ー

（        ー）

748
255
129
192

1,363
（     803）

合計 1,237 1,452 ー 2,690

（注）地震保険に係る責任準備金については、普通責任準備金として記載しています。
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Ⅲ.
５.  期首時点支払備金（見積り額）の当期末状況（ラン・オフ・リザルト）

（単位：百万円）

年度  

区分
平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

期首支払備金 264 554 567 700 907

前期以前発生事故に係る
当期支払保険金

631 455 507 420 819

当期以前発生事故に係る
当期末支払備金

70 126 94 180 116

当期把握見積り差額 △437 △28 △34 99 △28

（注）  １．国内元受契約に係る出再控除前の金額です。
２．地震保険に係る金額を除いて記載しています。
３． 当期把握見積り差額
＝期首支払備金－（前期以前発生事故に係る当期支払保険金＋前期以前発生事故に係る当期末支払
備金）

４． 当社は統計的な支払備金の推測を平成１８年度末より採用しています。平成１８年度期首支払備金は、統
計的な推測による支払備金ではありません。
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６.  事故発生からの期間経過に伴う最終損害見積り額の推移表  

●傷害 （単位：百万円）

 事故発生年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度
金額 比率 変動 金額 比率 変動 金額 比率 変動 金額 比率 変動 金額 比率 変動

累
計
保
険
金

＋
支
払
備
金

事故発生年度末 70 5 179 70 68
１年後 36 0.52 △33 8 1.72 3 167 0.93 △11 78 1.11 7
２年後 41 1.12 4 11 1.30 2 170 1.01 3
３年後 41 0.99 0 11 0.97 0
４年後 41 0.99 0

最終損害見積り額 41 11 170 78 68
累計保険金 41 11 170 71 20
支払備金 0 0 0 6 48

●自動車 （単位：百万円）

 事故発生年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度
金額 比率 変動 金額 比率 変動 金額 比率 変動 金額 比率 変動 金額 比率 変動

累
計
保
険
金

＋
支
払
備
金

事故発生年度末 66 30 18 23 15
１年後 38 0.56 △28 28 0.94 △1 16 0.88 △2 25 1.11 2
２年後 36 0.94 △1 29 1.02 0 14 0.89 △1
３年後 37 1.03 1 29 0.99 0
４年後 40 1.06 2

最終損害見積り額 40 29 14 25 15
累計保険金 34 28 14 24 9
支払備金 5 0 0 1 5

●賠償責任 （単位：百万円）

 事故発生年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度
金額 比率 変動 金額 比率 変動 金額 比率 変動 金額 比率 変動 金額 比率 変動

累
計
保
険
金

＋
支
払
備
金

事故発生年度末 89 116 219 144 280
１年後 77 0.86 △11 113 0.97 △2 202 0.92 △16 159 1.1 14
２年後 56 0.72 △20 105 0.92 △8 135 0.67 △66
３年後 55 0.98 0 104 0.99 0
４年後 54 0.98 0

最終損害見積り額 54 104 135 159 280
累計保険金 51 103 135 127 131
支払備金 2 0 0 31 149

（注） １．国内元受契約に係る出再控除前の金額です。
２．「比率」欄には、前年度末における累計保険金と支払備金の合計額が、当該年度１年間で変動した倍率を記載しています。
３．「変動」欄には、前年度末における累計保険金と支払備金の合計額が、当該年度１年間で変動した額を記載しています。
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Ⅳ.

金融の自由化・国際化が進展するとともに、付随するリスクが多様化しています。これらのリスクは経営に大きな影

響を与えるためリスクを把握し、適切にコントロールすることが極めて重要な経営課題となってきています。損害保険

会社にとって、このようなリスクには、「保険引受リスク」「資産運用リスク」「流動性リスク」「事務リスク」「システムリ

スク」等があります。これらを正確に把握・管理し、「健全性の確保」「収益性の向上」とのバランスを図るため、当社

では現在、リスク管理体制の拡充に取り組んでいます。

アリアンツ・グループのリスク管理部門では、グループ共通の保険分野におけるリスク管理「ミニマム・スタンダード」

（Allianz Group Risk Management and Controlling Minimum Standard）を策定しています。もちろん、保険

会社としてのビジネスリスクを果敢にとりますが、他方で株主や契約者の皆様、その他の利害関係を持つ多くの方々

をお守りするための様々な方策や限度額を策定し、正しくリスク管理を行うことを旨としています。このミニマム・スタ

ンダードはグループとしてのベストプラクティスや他社、監督官庁の基準や法律等を考慮して策定されたものです。

このミニマム・スタンダードを受けて、日本においてもリスク管理基本方針を策定し、具体的にリスクの所在とその指

標を明示して、早期に対応策がとれるようにしています。また、個々のリスクを横断的に管理するため「リスク委員会」

（Risk Committee）を設置し、リスクの状況について的確に把握し、リスク管理に係る重要な方針を審議・決定して

います。

保険引受リスクについては、当社は一定の引受基準に基づき引受を行い、保有基準の厳格な適用と出再保険な

どの危険分散を行ってリスクを管理しています。資産運用リスク・流動性リスクについては、財務の健全性を確保す

るための組織的対応を行っています。特に、資産運用に関しては、その適切性と安全性を確保するため、グループ・

チーフ・インベストメント・オフィサーの助言と共に、資産運用委員会による定期的な投資活動のレビューを行っていま

す。事務リスクについては、事務処理ワークフロー・マニュアルの確立、事務ミス・不正の未然防止と効率的な事務

処理体制の確立に努めています。

１.  リスク管理の体制

Ⅳ.  保険会社の運営

主なリスクの種類

保険引受リスク 保険の引受により生じる保険金支払リスク（巨大災害を含む）

資産運用リスク 為替、株式、債券相場での市場価格の変動により資産価値が減少するリスク

流動性リスク
必要なときに、適正な価格で、希望する量の取引が困難になる市場流動性リスクや
資金繰りリスク

事務リスク 事務上のミスにより損害を被るリスク

システムリスク システムの誤操作、不正使用等により損害を被るリスク
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システムリスクに関しては、特にアリアンツでは、現在、グループ全体で次の２つのプログラムに取り組んでいま

す。「グループ情報セキュリティ・プログラム」では、グループ共通の情報セキュリティ・ポリシー及び各種情報セキュ

リティ・スタンダードに基づいて、情報セキュリティの改善・強化を図り、情報資産の適切な管理の実施に取り組

んでいます。また、「グループ・ビジネス継続プログラム」においては、大地震等の自然災害やその他の緊急事

態に際しても、当社の主要な業務とお客様へのサービスを迅速かつ確実に再開できるよう、必要な準備を行って

います。

当社は、企業とは公共の利益に継続的貢献を行う役割を持つ社会的存在であると考えています。とりわけ損害保

険事業は、その性質上高い公共性を有しているため、社会からの信頼を得るべく自己責任原則に基づき業務の健

全性と適切性の確保に一層励まなければならないと考えています。そのため、当社は、法令等を遵守することおよび

社会規範に則した行動をすることが不可欠なものであると認識し、コンプライアンスを経営の最重要事項の一つと

位置づけ、コンプライアンス推進のための不断の取組みを行っています。

⑴コンプライアンス体制の確立

 　当社は、コンプライアンスに関する経営陣の役割を明確化し、会社運営上の重要事項に関して常にコンプライ

アンスを意識した意思決定をする体制を構築するとともに、部門ごとのコンプライアンス責任者の設置等、各組織

における実効性のあるコンプライアンス体制の構築を図っています。

⑵コンプライアンス委員会の設置

 　当社は、コンプライアンス体制の確立の一環としてコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する

重要事項を検討・審議しています。コンプライアンス委員会は、「コンプライアンス委員会運営規程」に基づいて運

営されています。

⑶コンプライアンス関連規程およびコード・オブ・コンダクト（行動規範）

 　当社は、コンプライアンスの基本的事項に関する具体的な事項を記載した「コンプライアンス基本方針」を策

定し、コンプライアンスの重要性を役職員に周知しています。また、役職員がコンプライアンスを実践するための具

体的手引書として「コンプライアンス・マニュアル」を策定しています。また、当社は、アリアンツ・グループの一員とし

て、グループの定める最低基準としての行動規範である「コード・オブ・コンダクト（行動規範）」を役職員に周知、運

用しています。

２.  コンプライアンス（法令等遵守）体制
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Ⅳ.⑷コンプライアンス・プログラムの策定・運用

 　当社は、コンプライアンスに関する年度行動計画としてコンプライアンス・プログラムを策定・運用しています。

⑸研修の実施

 　当社は、コンプライアンス教育を定期的・継続的に実施することの重要性を認識し、役職員に対する研修を行っ

ています。また、当社が委託している代理店に対してコンプライアンス教育・情報提供等を行うため、定期的な研修を

行っています。

⑹内部牽制態勢の確立

 　当社は、コンプライアンス違反行為の発生を予防するため、各種規程類および承認ルールを定め、内部牽制態勢

の確立を図っています。

⑺個人情報保護

 　当社は、お客様からお預かりする個人情報の管理は重要であると考えており、個人情報保護にかかるセキュリティ

の高い管理態勢を確立しています。また、個人情報を適切に管理するための社内規程として「個人情報管理基本

規程」、「個人情報管理実施細則」等を策定し、個人情報管理の重要性を社内周知するための取組みを行っていま

す。

⑻お客様からのご意見・ご要望（「お客様の声」）の活用

 　当社は、お客様からいただくご意見・ご要望・ご不満等の「お客様の声」を当社にとって貴重なものと捉え、より一層

の業務改善を行うために有効に活用させていただくために、「お客様の声」に対する当社の行動指針として「お客様

の声対応方針」を定めています。また、「お客様の声」管理の重要性について社内に周知するために、社員研修を

行っています。

⑼内部通報制度

 　当社は、アリアンツ・グループの定める内部通報制度に加え、当社自身の内部通報制度を導入しています。この制

度により、従業員に対し通報を理由とする不利益な取扱の排除を保障する一方で、電話・メール・書面での相談を常

時受付ける体制を整備することにより、コンプライアンス違反またはその恐れのある事項の早期把握に努め、違反事

案の発生予防・拡大防止に取り組んでいます。

⑽反社会的勢力への対応

 　当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力による不当・不正な要求に対して毅然とした姿勢

で臨み、当社との一切の関係を遮断し健全な経営を実現するため、「反社会的勢力対応基本方針」を定めていま

す。
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「お客様の声」対応方針

《基本理念》

当社は、「お客様の声」として頂戴した御意見や御不満等を貴重なものであると考え、真摯に受けとめさ
せていただきます。また、お客様から真に信頼される企業となるため、「お客様の声」を当社業務の更なる向
上に積極的に役立てたいと考えております。「お客様の声」の中でも、「苦情」とはお客様から不満足の表
明があったもの全てをいうと考え、特に迅速な対応と解決を図ってまいります。なお、お客様には、御契約者
や被保険者の方々、事故関係者（被害者の方等）および当社代理店を含むものと考えております。

《行動指針》

１． 「お客様の声」に対しては、解決に向かって迅速かつ誠実に取組みます。
２． 「お客様の声」を商品やサービスの改善に積極的に活かします。
３． 「お客様の声」をお電話やE-mail等により積極的に受け取らせていただくための相談窓口を設置

いたします。
４． 「お客様の声」の中でも「苦情」に関しては、特に解決を急がなくてはならないものと考え、忠実かつ

積極的な態度で対応に臨みます。
５． 「苦情」に関しては、対応までに要する時間に関して、お客様と十分に連絡をとらせていただきます。

また、対応に多くの時間がかかるものに関しては、適宜進捗の状況を御連絡させていただきます。
６． 「苦情」に関しては、迅速な解決を図ることの他に、苦情となる事項が発生した原因の調査や分析

を行い再発防止に努めることが重要と考えて行動いたします。
７． 「お客様の声」に関し、不祥事件に該当するもの、または該当する可能性のあるものに関しては主

務官庁に逐次報告する等、適正な対応に努めます。
８． 「お客様の声」対応時に取得したお客様の個人情報は、当社の「個人情報保護宣言」に従い、適

切に取扱います。
９． 上記の取組みに関しては、当社に直接御連絡いただいたものだけではなく、当社代理店を通じてい

ただいた内容についても同様に取扱わせていただきます。
１０． 当社は上記の取組みを通じて、お客様の満足度を向上させるべく、誠意を持って行動いたします。
  －以上－
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Ⅳ.

｢反社会的勢力対応基本方針｣

１．　当社は、反社会的勢力に対して毅然とした姿勢で臨み、一切の関係を遮断することが、保険会社と
しての社会的責任を果たす上で重要なことであると認識しており、反社会的勢力からの不当・不正
な要求を断固拒絶する態勢を構築します。

２．　反社会的勢力による不当要求等に備えて、平素より警察、暴力追放運動推進センター等の外部専
門機関と緊密な連携関係を構築するよう努めます。

３． 反社会的勢力による不当要求等を受けた場合には、担当者や担当部署の安全を確保するととも
に、全社を挙げて組織的な支援を行います。

４．　反社会的勢力に対する資金提供や裏取引は絶対に行いません。万が一、反社会的勢力より、不当
要求等を強制された場合は、民事と刑事両面からの法的対応を行います。

  －以上－
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利益相反管理方針（概要）

今般、金融機関の提供するサービスの多様化や世界的な金融コングロマリット化の進展に伴い、金融
機関内または金融グループ内において、競合・対立する複数の利益が存在し、お客様との利益相反が発
生するおそれが高まっています。

このため、当社は、お客様の利益が不当に害されることのないよう、以下のとおり法令に基づき利益相
反に関わる体制を整備し、その管理を適切に行ないます。

１． 利益相反のおそれのある対象取引について
利益相反は、①当社または当社の親金融機関等もしくは子金融機関等（以下あわせて「グループ会

社」といいます）とお客様との間、または、②お客様と当社またはグループ会社の他のお客様との間で生
じる可能性があります。

当社では、このうち、当社が行う保険関連業務にかかるお客様の利益を不当に害するおそれのある
取引（以下「対象取引」といいます）を管理の対象とします。

２． 対象取引の特定方法と管理方法について
当社は、お客様との取引により取得した情報から、利益相反対象取引に該当するおそれがあると当

社が判断した場合は、対象取引の特定に必要な情報を一元的に管理したうえで、お客様との取引業務
を遂行する部門から独立した立場であるコンプライアンス部門担当取締役（利益相反管理統括者）が
適切に対象取引の特定を行います。
そして、次に掲げる方法その他により、お客様の保護を適正に確保します。
① 情報隔壁の設置による部門間の情報遮断
②対象取引および当該お客様との取引の一方または双方の条件または方法の変更
③対象取引または当該お客様との取引の一方の中止
④お客様への利益相反の開示とお客様の同意

３． 管理体制・法令等遵守について
当社は、お客様の利益を適正に保護するため、管理方針および関連社内規程を定め、管理部門の

設置および管理統括者の任命等の体制を確保します。また、保険業法その他関係法令等を遵守し、
お客様の非公開情報の適正な管理を行います。

  －以上－
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Ⅳ.

該当事項はありません。

当社は、損害保険業が高い公共性を持つことを認識し、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、経営の透明性

の確保、コンプライアンスを含む内部管理体制の確立・向上を目指し、日常業務に取組んでいます。

当社の取締役会は、取締役６名で構成され、経営戦略・事業計画の策定、組織変更及び主要人事等に関する

意思決定ならびに保険募集態勢の整備、保険金支払の適正性確保等の業務執行に関する監督を行うとともに、

経営上の重要課題について取締役間で議論を尽くし取締役相互の監視・監督を行っています。また、業務執行に

係る具体的な重要事項を協議するための機関として、各本部長等で構成されるマネジメント会議を設置しています。

当社の監査役会は社外監査役２名を含む３名で構成されています。監査役は、取締役会を始めとしてマネジメント

会議、コンプライアンス委員会、クレーム委員会等の会社の業務執行上重要な会議に出席することにより、内部牽

制の確保に重要な役割を担っています。また、監査実施に際しては、監査の実効性を高めるため、会計監査人との

定期的な意見交換および内部監査部門・コンプライアンス部門との連携を適宜図っています。

内部監査部門は、各業務部門からの独立性を確保され、アリアンツ・グループ・オーディット・ポリシーに基づき各部

門の内部牽制体制の適正性に関する確認を行っています。

また、リスク管理、コンプライアンス等の重要な課題に関しては各委員会を設置し、全社的な課題の解決を推進す

るとともに、個別課題に関する管理を行っています。さらに基本方針の策定や重要な課題の管理に関しては、取締

役会への付議・報告を行っています。

当社では、２００６年５月１日から施行された会社法及び会社法施行規則に基づき、会社の業務の適正を確保する

ための体制として、以下のとおり、当社の「内部統制システムの構築の基本方針」を策定しました。

「内部統制システムの構築の基本方針」

当会社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当会社の業務の適正を確保するための体制

（以下、「内部統制」という。）を整備する。

１. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制（会社法第３６２条第４項第６号）

「アリアンツ・グループ・ポリシー（Allianz Group Policy）」を頂点とし「コード・オブ・コンダクト（Code of 

Conduct）」、「コンプライアンス・マニュアル（Compliance Manual）」、「コンプライアンス・アンチ・マネー・ロンダリン

グ・ポリシー（Compliance and Anti Money Laundering Policy）」、グループ・オーディット・ポリシー(Group Audit 

Policy)を含む各種規定およびその下位規範を、取締役が法令及び定款に適合した職務執行を行うための行動規

４.  コーポレート・ガバナンス体制　

５.  内部統制システムの構築

３.  健全な保険数理に基づく責任準備金の確認についての合理性及び妥当性　
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範とする。また、取締役が職務執行をするに際して、必要に応じて専門的知識を有する者（外部の専門家を含む。）

の意見を徴することのできる体制を整備する。

取締役の職務執行は、取締役会における業務執行状況報告等を通じた取締役相互の監視・監督に加え、内部

監査人及び監査役会による監視・監督にも服するものとし、その監視・監督体制をより一層強化することとする。ま

た、かかる職務執行の監視・監督の際には、必要に応じて外部の専門家を積極的に活用しその実効性を高めるもの

とする。

さらに、今後、内部者通報規定等の整備を通じて、取締役の職務執行のコンプライアンスの状況の監視・監督体

制をより充実させ、取締役の職務執行の監視・監督の結果を常にフィード・バックし、上記の行動規範の見直しを定

期的に実施し、コンプライアンスのさらなる向上に努めるものとする。

２. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制（会社法施行規則第１００条第１項第１号）

取締役の職務執行に係る情報については、「文書保存ガイドライン」及び「文書取扱規則」等の諸規定に基づ

き、文書及びその他の記録媒体により記録し、これを保存・管理する。各取締役、内部監査人、監査役は、必要に応

じて、これらの情報を閲覧できるものとする。

３. 損失の危険の管理に関する規定その他の体制（会社法施行規則第１００条第１項第２号）

「グループ・リスク・ポリシー（Group Risk Policy）」及び「リスク・コントロール・ポリシー（Risk Control Policy）」に

基づくリスク・コミッティー（Risk Committee）において、当会社に潜在的に存在するリスクの特定・分析・評価を通じ

て、損失の危険回避のためのリスクマネジメントを行い、企業危機の未然防止のための適切な対応を策定し、これを

各担当部署に履行させると共に、リスクマネジメントの状況をモニタリングし、定期的に取締役会に報告させるものと

する。また、実際にリスクが発現した場合に備え、「ディザスター・リカバリー　＆　ビジネス・コンティニュイティ・プラン」

を始めとする必要な対応方針を整備すると共に、発現したリスクによる損失を最小限にとどめるために迅速かつ適切

な対応を行うものとする。

４. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制（会社法施行規則第１００条第１項第３号）

IT技術を活用した電話会議などで取締役会を機動的に開催し、業務執行の意思決定を円滑に進めるものとす

る。また、取締役による効率的な業務運営を確保するために、組織、職制、事務分掌、職務権限に関する諸規定を

整備し、これらに基づき個別の業務を執行していくものとする。

５. 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制（会社法施行規則第１００条第１項第４号）

「コード・オブ・コンダクト（Code of Conduct）」及び「コンプライアンス・マニュアル（Compliance Manual）」等の

各種規定およびその下位規範を、使用人が法令及び定款に適合した職務執行を行うための行動規範とし、社内研

修を通じてかかる行動規範の周知徹底を図り、コンプライアンスのための企業倫理の確立に努める。また、使用人が

職務執行をするに際して、必要に応じて専門的知識を有する者（外部の専門家を含む）の意見を徴することのできる

体制を整備する。

使用人の職務執行は、内部監査人、取締役会及び監査役会による監視・監督に服するものとする。かかる職務

執行の監視・監督の際には、必要に応じて外部の専門家を積極的に活用しその実効性を高めるものとする。さらに、

今後、使用人自らがコンプライアンス上の問題を直接報告することのできる内部者通報規定等の整備を通じ、使用

人の職務執行に関するコンプライアンスを徹底するものとする。

６.  当該株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適性を確保するための体制
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Ⅳ.（会社法施行規則第１００条第１項第５号）

親会社内部監査部門の定期的監査を受け入れ、その報告を受けるとともに、親会社のコンプライアンス担当取

締役、グループ管理担当取締役と定期的に情報交換を行い、コンプライアンス上の課題および効率性の観点から

の課題を把握し、企業集団における業務の適性を確保する。

７.  監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項（会社法施

行規則第１００条第３項第１号）

監査役は、その職務執行に必要な場合には、その職務を補助すべき使用人を置くことを取締役に対し求めること

ができる。かかる場合、取締役は、監査役の職務を補助すべき使用人を任命することとする。

８. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項（会社法施行規則第１００条第３項第２号）

監査役補助使用人の評価は監査役が行い、その指名、解任、人事異動、賃金等の改定については監査役会の

同意を得るものとする。なお、監査役補助使用人は、業務の執行に係る役職を兼務しないものとする。

９.  取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制（会社法施行規

則第１００条第３項第３号）

取締役及び使用人は、法定の事項に加え、当社の業務または業績に影響を及ぼす重要な事項について、監査

役に対して速やかに報告する。取締役会のほか重要な会議への監査役の出席を求める等、その監査役に対する報

告の具体的な方法については、取締役と監査役会との協議により決定する。また、今後整備する内部者通報規定

の報告受領者に監査役を含め、上記の監査役への報告体制を充実させるものとする。

１０. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制（会社法施行規則第１００条第３項第４号）

監査役は、監査役会において監査基準、監査計画等を策定し、効率的な監査を実行できるように努めるものとす

る。なお、前号に規定する取締役と監査役会との協議により、取締役会のほか重要な会議への監査役の出席機会

を確保し、監査役の監査の実効性を高めるものとする。

また、監査役は、必要に応じて取締役、内部監査人及び会計監査人と意見交換を行うことにより、効果的な監査

業務の遂行を図る。
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私たちはお客様の真の声に耳を傾けるため、顧客満足度を測るための指標として“NPS”(推奨者の正味比率)を

導入しています。まずはコールセンターに寄せられるお客様の電話の一部を調査の機会として利用させていただき、

「当社を友人や身の周りの人に推奨しますか?」という質問をさせていただきます。その結果得られた評点、また評点

を頂いた理由等の情報を元に、お客様の満足や不満、フラストレーションの原因がどこにあるのかを把握し、担当部

署が素早く適切な対応を行えるように態勢を整えています。また、あらかじめ同意を得たお客様には追跡調査にもご

協力いただき、さらなる根本原因の分析につなげるよう努めています。

⑴ 個人情報保護方針について

アリアンツ火災海上保険株式会社は、個人の尊厳を重んじ、個人情報保護に関する法令および社会秩序を遵

守の上、次のとおり個人情報保護方針を定め、これを実行し維持することを宣言します。

１．  当社は、個人情報の収集にあたり、収集目的を明らかにし、本人の明確な同意のうえで、適法かつ公正な手段に

よって収集します。また、個人情報の利用および提供は、本人が同意を与えた収集目的の範囲内で行います。

２．  当社は、個人情報に関する個人の権利を尊重し、自己の個人情報に対し、開示、訂正、削除等を求められたと

きは、合理的な期間、妥当な範囲内でこれに応じます。

３．  当社は、個人情報の取り扱いを外部に委託する場合は、当社の個人情報保護方針を遵守できる委託先を選

定し、その取り扱いについて管理・監督致します。

４．  当社は、当社が取り扱う個人情報を安全かつ正確に管理し、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、

破壊、改ざん、漏洩の予防ならびに是正に努めます。

５．  当社は、個人情報に関する法令その他の規範を遵守し、個人情報の取り扱いについて十分な注意を払います。

６．  当社は、適切な個人情報の保護を維持するために、個人情報保護コンプライアンス・プログラムの継続的改善

を行います。

７． 当社は、上記およびその他の個人情報に関するお問い合わせ窓口を設置致します。

⑵お客様個人情報の取扱いについて

アリアンツ火災海上保険株式会社は、お客様からお預かりした個人情報を適切に保護することが弊社の重要な

６.  利用者の満足度の向上

7.  個人情報保護宣言（プライバシーポリシー）
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Ⅳ.社会的責任であると認識し、個人情報保護に関する法令その他の規範を遵守の上、以下のように会社として取り組

んでいます。また、当社は適切な個人情報保護を維持するために、こうした取組の継続的改善を行います。

情報の収集・利用目的について

お客様とのお取引を安全確実に進め、より良い商品・各種サービスを提供させていただくため、必要な範囲でお客

様に関する情報を収集させていただいています。これらの情報は、次の目的のために利用させていただきます。

♦保険契約申込時に取得する個人情報の利用目的

　① 申込に係る保険契約の引受の審査

　② 保険契約の履行及び付帯サービスの提供

　③ 当社が取り扱う当該契約以外の商品・サービス等の案内・提供

♦保険金請求時に取得する個人情報の利用目的

　① 請求に係る保険事故の調査（関係先への照会等を含む）

　② 請求に係る保険金のお支払い

♦その他、保険契約に関連・付随する業務

収集する情報の種類について

お客様の住所、氏名、生年月日、性別、電話番号、電子メールアドレス、その他利用目的のために必要な情報を収

集いたします。

情報の収集方法について

主に、保険申込時の契約申込書や保険金請求書等により収集します。また、商品の資料請求やアンケート実施

の際に、電話、ハガキ、インターネット等で収集する場合があります。

情報の利用について

お客様の個人情報を、利用目的の達成に必要な範囲内で利用させていただきます。利用目的の達成に必要な範

囲を超えて利用する場合には、事前にお客様の同意をいただきます。ただし、法令により認められる場合には、この限

りではありません。

情報の提供について

当社は、次のように法令により認められる場合を除いて、お客様の個人情報を外部に提供することはありません。

♦お客様が同意されている場合

♦利用目的の達成に必要な範囲内において、当社代理店を含む業務委託先等に提供する場合

♦お客様または公共の利益のために必要であると考えられる場合
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♦再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、および再保険金の請求等に必要な場合

♦保険制度の健全な運営に必要であると考えられる場合

♦法令により必要と判断される場合

契約等情報交換制度について

当社は、保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結および保険金支払いの健全な運営のため、

（社）日本損害保険協会への登録や損害保険会社等の間で交換を実施することがあります。契約等情報交換制

度の詳細につきましては、（社）日本損害保険協会のホームページをご覧ください。

情報の管理について

お客様の情報を正確で最新なものに維持するよう努めています。また、個人情報管理責任者を定め、個人情報の

紛失、破壊、改ざん、および漏えい等を防止するため、個人情報へのアクセス管理、個人情報の持ち出し手段の制

限、外部からの不正アクセス防止等の情報セキュリティ対策を講じています。

お客様からの情報の開示、訂正のご請求等について

お客様からご自身に関する情報の開示のご依頼があった場合、あるいはご提供いただいたお客様の個人情報の

訂正のご依頼があった場合は、請求者がご本人であることを確認させていただいたうえで、当社業務の適正な実施

に支障を来たす等特別な理由のない限り、ご依頼に対応させていただきます。具体的な手続きについては、「個人情

報（個人データ）の開示等の請求の手続きについて」をご参照ください。また、個人情報の取扱い、安全管理に関す

るお客様からのご質問、苦情についても、適切に対応いたします。下記お問い合わせ窓口までお申し出ください。

【お問い合わせ窓口】

アリアンツ火災海上保険株式会社　個人情報　お客様窓口

電話番号 ：03－4588－7510

受付時間 ：9：00～17：00　（土日、祝祭日および年末年始を除きます。）

電子メール：privacy@allianz.co.jp

なお当社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人　外国損害保険協会の対象事業者です。同協会に

おいても、対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情・相談を受け付けております。

【お問合せ先】

一般社団法人　外国損害保険協会　事務局
所 在 地：〒１０５－０００１　東京都港区虎ノ門３－２０－４ 虎ノ門鈴木ビル７F
電　　話：０３－５４２５－７８５４

受付時間：９：００～１７：００
（但し１２：００～１３：００、また土日、祝祭日および年末年始を除きます。）
ホームページ：http://www.fnlia.gr.jp

当社は、一般社団法人保険オンブズマンとの間で手続実施基本契約を締結しております。一般社団法人保険オ

ンブズマンは、保険の事業者に関する苦情や、お客様と保険の事業者の間のトラブルを、公正・中立・簡易・迅速に

解決することを目的に設立された専門機関です。

8.  指定紛争解決機関について
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Ⅴ.

１.  計算書類

Ⅴ.  直近の2事業年度における財産の状況 

⑴貸借対照表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

年度  科目
平成２１年度末
平成２２年３月３１日現在

平成２２年度末
平成２３年３月３１日現在

年度  科目
平成２１年度末
平成２２年３月３１日現在

平成２２年度末
平成２３年３月３１日現在

（資産の部）
現金及び預貯金
現金
預貯金
有価証券
国債
社債
外国証券
有形固定資産
建物
その他の有形固定資産
無形固定資産
ソフトウェア
その他資産
未収保険料
代理店貸
共同保険貸
再保険貸
外国再保険貸
未収金
未収収益
預託金
地震保険預託金
仮払金
貸倒引当金

 ２,４００ 
 ２ 

 ２,３９８ 
 ２,８５０ 

 ４９９ 
１,４３１ 
 ９１９ 
  １１１ 
 ６３ 
 ４８ 
 ３１６ 
 ３１６ 

 １,５４０ 
 １４ 

 １１１ 
１ 

 ４３ 
 １,０１５ 

 ３５ 
 ２５ 

 ２４８ 
 １９ 
 ２３ 
 △０ 

 ３,１７２ 
 ２ 

 ３,１７０ 
 １,９３６ 

－
１,３１７ 
 ６１８ 
  ９９ 
 ５２ 
 ４７ 
 ２５８ 
 ２５８ 

 １,８１８ 
 １２ 

 １１０ 
５ 

 ３７ 
 １,２４０

 ２２７ 
 ５ 

 １１９ 
 ２１ 
 ３９ 
 △２ 

（負債の部）
保険契約準備金
支払備金
責任準備金
その他負債
共同保険借
再保険借
外国再保険借
未払法人税等
未払金
仮受金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
賞与引当金
特別法上の準備金
価格変動準備金
繰延税金負債

 ５,８０３ 
 １,４０８ 
 ４,３９４ 
 ６３９ 

９ 
 ４８ 

 ４２３ 
 ２０ 
 ８３ 
 ５３ 
 ５５ 
 １ 
 １０ 
１ 
１ 
１５

 ３,２３７ 
 ５４７ 

 ２,６９０ 
 １,７７７ 

１４ 
５７ 

 １,４８９ 
 ６ 

 ９０ 
 １１９ 
 ６４ 
 １ 
 １０ 
０ 
０ 
９

負債の部合計  ６,５２６  ５,１０２ 

（純資産の部）
資本金
資本剰余金
資本準備金
利益剰余金
その他利益剰余金
任意積立金
（価格変動準備金）
繰越利益剰余金
株主資本合計
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計

 ４,７３７ 
 １,２３７ 
 １,２３７ 

 △５,３０７ 
 △５,３０７ 

 ５５ 
（　　５５）
 △５,３６３ 

 ６６６ 
 ２７ 
 ２７ 

 ５,２３７ 
 １,７３７ 
 １,７３７ 

 △４,８１０ 
 △４,８１０ 

 ５５ 
（　　５５）
 △４,８６５ 
 ２,１６３ 
 １７ 
 １７ 

純資産の部合計  ６９３  ２,１８０ 

資産の部合計  ７,２２０  ７,２８３ 負債及び純資産の部合計  ７,２２０  ７,２８３ 
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(貸借対照表に関する注記)

１． 会計方針に関する事項

⑴有価証券の評価基準及び評価方法は次のとおりであります。

　 その他有価証券のうち時価のあるものの評価は、期末日の市場価格等に基づく時価法によっております。な

お、評価差額は全部純資産直入法により処理し、また、売却原価の算定は移動平均法に基づいております。

その他有価証券のうち時価のないものの評価は、移動平均法に基づく原価法又は償却原価法により行っ

ております。

⑵① 有形固定資産の減価償却は、定率法により償却しております。ただし、平成１０年４月１日以降に取得した

建物（建物附属設備を除く）については、定額法により償却しております。

　②自社利用のソフトウエアについては、見込利用可能期間（５年）に基づく定額法により償却しております。

　③ リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、リース

期間に基づく定額法により償却しております。

⑶外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算は、外貨建取引等会計処理基準に準拠して行っております。

⑷①貸倒引当金は、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に基づき、次のとおり計上しております。

　　 破産、特別清算、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生している

債務者に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権については、債権額から

担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額等を控除し、その残額を引き当ててお

ります。

　　 今後、経営破綻に陥る可能性が高いと認められる債務者に対する債権については、債権額から担保の処

分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力

を総合的に判断して必要と認められる額を引き当てております。

　　 上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率を債権額に

乗じた額を引き当てております。

　　 また、全ての債権は資産の自己査定基準に基づき、ファイナンス部が資産査定を実施し、当該部署から独

立した内部監査室が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。 

　② 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額

に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。なお、退職給付債務

の見込額は、簡便法（退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法）により計算し

ております。 

　③ 役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金(年金を含む)の支出に備えるため、在任期間中の職務遂行

にかかる対価相当額を計上しております。

　④賞与引当金は、従業員賞与に充てるため、当事業年度末における支給見込額を基準に計上しております。

⑸ 価格変動準備金は、株式等の価格変動による損失に備えるため、保険業法第１１５条の規定に基づき計上

しております。

⑹消費税等の会計処理は、税込方式によっております。
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Ⅴ.２． ⑴ 有形固定資産の減価償却累計額は、１62百万円であります。

⑵関係会社に対する金銭債権総額は1,052百万円、金銭債務総額は1,249百万円であります。

⑶ 当期末における支払備金及び責任準備金の内訳は次のとおりであります。

①支払備金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

支払備金（出再支払備金控除前、（ロ）に掲げる保険を除く） １９,４７５
同上にかかる出再支払備金 １８,９３１
差引（イ） ５４４
地震保険及び自動車損害賠償責任保険に係る支払備金（ロ） ３
計　（イ）＋（ロ）        ５４７

       ②責任準備金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

普通責任準備金（出再責任準備金控除前） ７,０２５
同上にかかる出再責任準備金 ５,８１０
差引（イ） １,２１５
その他の責任準備金（ロ） １,４７４
計　（イ）＋（ロ）        ２,６９０

       
３. 繰延税金資産の総額は1,094百万円、繰延税金負債の総額は9百万円であります。

　 また、繰延税金資産から評価性引当金として控除した金額は1,094百万円であります。繰延税金資産の発生

の主な原因別の内訳は、繰越欠損金484百万円、責任準備金414百万円、支払備金64百万円であります。

繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、その他有価証券評価差額金9百万円であります。

４． 金融商品に関する事項は次のとおりであります。

⑴ 金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針

当社は運用にあたっては、運用利回りの向上を図りつつ、安全性、流動性及び資産・負債のマッチングを含め保

　有資産のリスク管理に十分な配慮を払い、原則として高格付けの債券を中心とした安全性の高い金融商品で

　運用し、ヘッジ目的以外のデリバティブ商品及び金融仕組商品への投資は原則として行わない方針であります。

②　金融商品の内容及びそのリスク

当社が保有している金融商品は、主として有価証券であります。

有価証券の種類は、国内外の公社債を保有しており、これらは発行体の信用リスク、金利、為替等の相場変

　動による市場関連リスク及び流動性リスクに晒されております。

③　金融商品に係るリスク管理体制

　1）　全般的なリスク管理体制

　　　当社では、リスク管理基本方針を策定し、具体的にリスクの所在とその指標を明示して、早期に対応が

　　　　とれるようにしております。また、個々のリスクを横断的に管理するため「リスク管理委員会」を設置し、リ

　　　　スクの状況について的確に把握し、リスク管理に係る重要な方針を審議・決定しております。

　2）　市場関連リスクの管理

　　　市場関連リスクに関しては、金利、株価等の運用環境の変化に対する保有資産の感応度を把握する
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　　　　とともに、資産配分の見直しやリスクヘッジなどによりリスクを適切にコントロールしております。

　3）　信用リスクの管理

　　　信用リスクに関しては、与信先ごとに付与された外部格付等を活用して、リスクを把握・コントロールして

　　　　おります。また、全体のポートフォリオに対する各資産・企業グループへの配分リミットを設定し、与信集

　　　　中を抑制しております。

　4）　流動性リスクの管理

　　　流動性リスクに関しては、流動性の高い資産の確保の状況、キャッシュフローの状況、個別金融資産

　　　　の状況等を把握することにより管理しております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか市場価格がない場合には合理的な方法で算定された

　価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条

　件等によった場合当該価額が異なることもあります。

⑵ 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は保有しておりません。

（注1）　金融商品の時価の算定方法

資産

①現金及び預貯金

満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

②有価証券

これらの時価について、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。な

お、当社で保有している有価証券は全て債券であり、株式は保有しておりません。

保有区分ごとの有価証券に関する事項は以下のとおりです。

1）　売買目的有価証券は保有しておりません。　

2）　満期保有目的の債券は保有しておりません。

3）　その他有価証券の当事業年度中の売却額は98百万円であり、売却損の合計額は1百万円でありま

す。その他有価証券において、種類ごとの取得原価又は償却原価、貸借対照表計上額及びこれらの

差額については、次のとおりです。

（単位：百万円）

貸借対照表計上額 時価 差額
①現金及び預貯金
②有価証券
　国債
　社債
　外国証券

3,172
1,936

－
1,317
618

3,172
1,936

－
1,317
618

ー
ー
ー
ー
ー

　資産計 5,108 5,108 ー
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Ⅴ.（単位：百万円）

種類
取得原価又は
償却原価

貸借対照表計上額 差額

貸借対照表計上額
が、取得原価又は償
却原価を超えるもの

債券 1,708 1,736 27
　　①国債 ー ー ー
　　②社債 1,199 1,217 18
　　③外国証券 509 518 9

貸借対照表計上額
が、取得原価又は償
却原価を超えないもの

債券 200 199 0
　　①国債 － － －
　　②社債 100 99 0
　　③外国証券 100 99 0

4）　当事業年度において、保有目的が変更となった有価証券はありません。

（注2）　金銭債券及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：百万円）

1年以内 1年超
2年以内

2年超
3年以内

3年超
5年以内 5年超

①現金及び預貯金
②有価証券
　国債
　社債
　外国証券

3,172
804
ー

402
402

ー
707
ー

505
201

ー
409
ー

409
ー

ー
14
ー
ー
14

ー
ー
ー
ー
ー

　合計 3,976 707 409 14 ー

５.  １株当たり当期純資産は、1５,63６円57銭であります。算定上の基礎である純資産の部の合計額から控除す

る金額はなく、普通株式の期末株式数は１3９千株であります。

６.  関係会社の定義は、会社計算規則第２条に基づいております。

７. 重要な後発事象

当社は、平成22年12月1日付けでアクサ損害保険株式会社との間でペット保険事業譲渡およびペット保険契

約包括移転の基本合意書を締結し、平成23年4月１日付けで事業譲渡を行いました。これを受けて、平成23年4

月14日開催の臨時株主総会において、保険業法に基づき、金融庁による認可を得ることを前提として、ペット保

険契約の全部をアクサ損害保険株式会社へ包括移転することを決議いたしました。

⑴ 包括移転の内容

　①　ペット保険契約　

　②　ペット保険資産　

　③　上記①及び②に基づく全ての権利、権原及び債権

⑵譲渡価額   475百万円

⑶包括移転予定日  平成23年6月1日

８. 金額は、記載単位未満を切り捨てて表示しております。
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　⑵損益計算書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）
年度  

科目
平成２１年度

自平成２１年４月１日至平成２２年３月３１日
平成２２年度

自平成２２年４月１日至平成２３年３月３１日

経常収益
　保険引受収益

正味収入保険料
積立保険料等運用益
支払備金戻入額
責任準備金戻入額

　資産運用収益
利息及び配当金収入
積立保険料等運用益振替

　その他経常収益
経常費用
　保険引受費用

正味支払保険金
損害調査費
諸手数料及び集金費
支払準備金繰入額
責任準備金繰入額
為替差損

　資産運用費用
有価証券売却損
有価証券評価損

　営業費及び一般管理費
　その他経常費用

貸倒引当金繰入額
その他の経常費用

 ４,８０１ 
 ４,７３２ 
 ４,７３２ 

 ０ 
－ 
－  

 ５４ 
 ５４ 

 △ 0 
 １４ 

 ５,４９１ 
 ４,０８９ 
 ２,２８５ 

 ６６ 
 １,０３５ 

 １７６ 
 ５１５ 
  １０ 
 －
－
－ 

 １,４０２ 
 ０ 
 － 
 ０ 

 ２,３０５ 
 ２,１７９ 
 △３８６ 

 ０ 
８６１ 

1,704  
 ２１ 
 ２２ 

 △ 0 
 １０４ 

 １,８０１ 
 １９３ 
 ９０２ 
 ８７ 

 △７９７ 
 － 
 － 
  ０ 
 ７
１
５ 

 １,５９８ 
 ２ 
 ２ 
 ０ 

経常利益 /経常損失（△）  △６８９  ５０４ 

特別利益
　　価格変動準備金戻入額
特別損失
　　固定資産処分損
　　特別法上の準備金繰入額
　　　価格変動準備金

ー
ー
１
１
０
０

０
０
１
１
－
－

 税引前当期純利益 /当期純損失（△） 
 法人税及び住民税
 法人税等合計
 当期純利益 /当期純損失（△）

△ ６９１
６
６

△ ６９７

５０３
６
６

４９７
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Ⅴ.（注）

１． ⑴ 関係会社との取引による収益総額は7,914百万円、費用総額は11,620百万円であります。

⑵ 正味収入保険料の内訳は次のとおりであります。

⑶ 正味支払保険金の内訳は次のとおりであります。

⑷ 諸手数料及び集金費の内訳は次のとおりであります。

⑸支払備金繰入額の内訳は次のとおりであります。

⑹責任準備金繰入額の内訳は次のとおりであります。 

⑺利息及び配当金収入の内訳は次のとおりであります。

２．  １株当たり当期純損失は、4,159円２0銭であります。算定上の基礎である当期純利益は、497百万円であり、そ

の全額が普通株式に係るものであります。また、普通株式の期中平均株式数は１19千株であります。

（単位：百万円）

収入保険料 １０,７０７
支払再保険料 １１,０９３
差引 △３８６

（単位：百万円）

支払備金繰入額（出再支払備金控除前、（ロ）に掲げる保険を除く）  １７,１００
同上にかかる出再支払備金繰入額  １７,９６４
差引（イ）  △８６４
地震保険及び自動車損害賠償責任保険に係る支払備金繰入額（ロ）  ３ 
計　（イ）＋（ロ）  △８６１ 

（単位：百万円）

支払保険金 ３,３２０
回収再保険金 ２,４１８
差引 ９０２

（単位：百万円）

支払諸手数料及び集金費 ２,３５９
出再保険手数料 ３,１５６
差引 △７９７

（単位：百万円）

普通責任準備金繰入額（出再責任準備金控除前） １,６３５
同上にかかる出再責任準備金繰入額 ３,０８１
差引（イ） △１,４４６
その他の責任準備金繰入額（ロ） △２５７
計　（イ）＋（ロ）        △１,７０４

（単位：百万円）

預貯金利息 ０
有価証券利息・配当金 ３７
その他利息・配当金 △１５
計 ２２
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３． 関連当事者との取引は、以下のとおりであります。

４． 関係会社の定義は、会社計算規則第２条に基づいております。

５． 金額は、記載単位未満を切り捨てて表示しております。

属性 会社等の名称 議決権の所有
（被所有）割合 関係内容 取引の内容

及び科目
取引金額
（百万円） 科目 事業年度末

残高（百万円）

親
会
社
の
親
会
社

アリアンツ
エス・イー
 

被所有
間接 
100%

なし

再
保
険
取
引

受再保険料  ２,６８２
未収受再保
険料など

９２５受再保険金 △１,１８８
受再手数料  △９８５
出再保険料 △５１２

未払再保険
料など

３１出再保険金  ５４２
出再手数料  １２９

親
会
社

アリアンツ・グ
ローバル・コー
ポレート・アンド・
スペシャルティ・
アーゲー

被所有
直接 
100%

役員の
兼任

増資の受入 １,０００ 資本金・資本準備金 １,０００

再
保
険
取
引

受再保険料  －
未収受再保
険料など

１２７受再保険金 －
受再手数料  －
出再保険料 △８,９３３

未払再保険
料など

１,２１７出再保険金  １,７３７
出再手数料  ２,８２２

親
会
社
の
親
会
社
の

子
会
社 

他

アリアンツ・イン
シュアランス・カ
ンパニー・オブ・
シンガポール　
他

なし なし

再
保
険
取
引

受再保険料 ０
未収受再保
険料など

４５受再保険金 △３３
受再手数料 ０
出再保険料 △１,１２０

未払再保険
料など

１７５出再保険金 ４８
出再手数料 １１２
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Ⅴ.⑶キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

年度
科目 平成２１年度 平成２２年度

営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益　（△は純損失）  △ 691  503
減価償却費  95  107 
支払備金の増減額（△は減少）  176  △ 861
責任準備金の増減額（△は減少）  515  △ 1,704 
貸倒引当金の増減額（△は減少）  ー  1 
退職給付引当金の増減額（△は減少）  ９  9 
その他引当金の増減額（△は減少）  1  0 
価格変動準備金の増減額（△は減少）   ０  △ 0
利息及び配当金収入  △ 54  △ 22 
有価証券関係損益（△は益）  △ 7  △ 1 
有形固定資産関係損益（△は益） 1 1 
その他資産（除く投資活動関連・財務活動関連）の増減額（△は増加）  △ 15  △ 298 
その他負債（除く投資活動関連・財務活動関連）の増減額（△は減少）  3  1,137 

小　計  33 △ 1,126
利息及び配当金の受取額  43  42 
法人税等の支払額  △ 3  △ 6 

営業活動によるキャッシュ・フロー  ７３  △１,０９０ 
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出  △ 1,283  △ 2,999 
有価証券の売却・償還による収入  999  3,899 
その他  ０  － 

資産運用活動計  △ 283  900 
（営業活動及び資産運用活動計）  （　　　△ 210）  （　　　△ 189） 

有形固定資産の取得による支出  △ 240  △ 38 
投資活動によるキャッシュ・フロー  △５２４  ８６１
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入 740 １,000

財務活動によるキャッシュ・フロー ７４０ １,０００
現金及び現金同等物に係る換算差額 － －
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） ２８９ ７７１
現金及び現金同等物期首残高 ２,１１１ ２,４００
現金及び現金同等物期末残高 ２,４００ ３,１７２

（注）
1. 現金及び現金同等物は、手許現金、普通預金、当座預金及び取得日から満期償還日までの期間が３ヶ月以内の流動性の高い、
容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期投資からなっています。

2.金額は、記載単位未満を切り捨てて表示しています。
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⑷株主資本等変動計算書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

科　目
平成２１年度 平成２２年度

金　額 金　額
株主資本

資本金
前期末残高  4,367  4,737 
当期変動額  　  　 

新株の発行  370  500 
当期変動額合計  370  500 

当期末残高  4,737  5,237 
資本剰余金  　  　 

資本準備金  　  　 
前期末残高  867  1,237 
当期変動額  　  　 

新株の発行  370  500 
当期変動額合計 370 500 

当期末残高 1,237 1,737 
資本剰余金合計  　  　 

前期末残高 867 1,237 
当期変動額  　  　 

新株の発行  370  500 
当期変動額合計 370 500 

当期末残高 1,237 1,737 
利益剰余金  　  　 

任意積立金 (価格変動準備金）  　  　 
前期末残高  55  55 
当期末残高 55 55 

繰越利益剰余金  　  　 
前期末残高  △ 4,665  △ 5,363 
当期変動額  　  　 

当期純損失  △ 697  497 
当期変動額合計  △ 697  497 

当期末残高  △ 5,363  △ 4,865 
利益剰余金合計  　  　 

前期末残高  △ 4,609  △ 5,307 
当期変動額  　  　 

当期純損失  △ 697  497 
当期変動額合計  △ 697  497 

当期末残高  △ 5,307 △ 4,810 
株主資本合計  　  　 

前期末残高  624  666 
当期変動額  　  　 

新株の発行 740 1,000 
当期純損失  △ 697  497 
当期変動額合計  42  1,497 

当期末残高  666  2,163 
評価・換算差額等  　  　 

その他有価証券評価差額金  　  　 
前期末残高  △ 37  27 
当期変動額  　  　 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 65 △ 9 
当期変動額合計 65 △ 9 

当期末残高  27  17 
純資産合計  　  　 

前期末残高 586 693 
当期変動額  　  　 

新株の発行 740 1,000 
当期純損失  △ 697  497
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 65 △ 9 
当期変動額合計  107  1,487 

当期末残高 693 2,180 
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Ⅴ.（注）

１． 発行済株式の種類および総数に関する事項は次のとおりであります。 

2. 当事業年度末における自己株式の保有はありません。

3. 当事業年度末における新株予約権の目的となる株式はありません。

4. 当事業年度末後において剰余金の配当を行なう予定はありません。

5. 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しています。

平成２１年度 前事業年度末
株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数 摘要

普通株式 １０４千株 １４千株 ー千株 １１９千株

当期増加株式数１４千株
は、第三者割当増資によ
る新株の発行による増加
です。

合計 １０４千株 １４千株 ー千株 １１９千株

平成２２年度 前事業年度末
株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数 摘要

普通株式 １１９千株 ２０千株 ー千株 １３９千株

普通株式の発行済株式数
の増加２０千株は、第三者
割当増資による新株の発
行による増加であります。

合計 １１９千株 ２０千株 ー千株 １３９千株
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⑴破綻先債権  

該当事項はありません。  

  

⑵延滞債権  

該当事項はありません。  

  

⑶3ヶ月以上延滞債権  

該当事項はありません。  

  

⑷貸付条件緩和債権  

該当事項はありません。  

  

⑸リスク管理債権の合計額  

該当事項はありません。  

該当事項はありません。  

⑴破産更生債権及びこれらに準ずる債権  

該当事項はありません。  

  

⑵危険債権  

該当事項はありません。  

  

⑶要管理債権  

該当事項はありません。  

  

⑷正常債権  

該当事項はありません。  

２.  リスク管理債権  

３.  元本補てん契約のある信託に係る貸出金の状況

４.  債務者区分に基づいて区分された債権
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Ⅴ.
５.  ソルベンシー・マージン比率

（単位：百万円、％）

　　年度
区分

平成２１年度末 平成２２年度末

⑴ ソルベンシー・マージン総額  ２,４３８  ３,６６２ 
資本金または基金等（純資産の部の合計額から社外流出予定
額、評価・換算差額等及び繰延資産を控除した額）  666  2,163 

価格変動準備金 1 0 
危険準備金  －  － 
異常危険準備金  1,732  1,474 
一般貸倒引当金  －  － 
その他有価証券の評価差額×９０％（評価損の場合は１００％）  38  24 
土地の含み損益×８５％（評価損の場合は１００％）　  －  － 
負債性資本調達手段等  －  － 
意図的保有による控除額  －  － 
その他  －  － 

⑵ リスクの合計額  ６６６  １,４０１ 
一般保険リスク相当額（R₁）  340  246 
第三分野保険の保険リスク（R₂）  －  － 
予定利率リスク相当額（R₃）  ０  ０ 
資産運用リスク相当額（R₄）  128  368 
経営管理リスク相当額（R₅）  ２２  45 
巨大災害リスク相当額（R₆）  280  912 

⑶ ソルベンシー･マージン比率[ ⑴÷ ｛ 1/2× ⑵ ｝] ×100  ７３１.６%  ５２２.７% 

（注）1. 上記の金額及び数値は、保険業法施行規則第８６条及び第８７条並びに平成８年大蔵省告示第５０号の規定に基づいて算出
しています。

【参考】平成２３年度末（平成２４年３月３１日）から適用される新基準による数値            （単位：百万円、％）

　　年度
区分

平成２２年度末

⑴ ソルベンシー・マージン総額  ３,６６２ 
資本金または基金等（純資産の部の合計額から社外流出予定
額、評価・換算差額等及び繰延資産を控除した額）  2,163 

価格変動準備金 0 
危険準備金  － 
異常危険準備金  1,474 
一般貸倒引当金  － 
その他有価証券の評価差額×９０％（評価損の場合は１００％）  24 
土地の含み損益×８５％（評価損の場合は１００％）　  － 
負債性資本調達手段等  － 
意図的保有による控除額  － 
その他  － 

⑵ リスクの合計額  １，２４７ 
一般保険リスク相当額（R₁）  310 
第三分野保険の保険リスク（R₂）  － 
予定利率リスク相当額（R₃）  1 
資産運用リスク相当額（R₄）  391 
経営管理リスク相当額（R₅）  ４２ 
巨大災害リスク相当額（R₆）  ７０４ 

⑶ ソルベンシー･マージン比率[ ⑴÷ ｛ 1/2× ⑵ ｝] ×100  ５８７.２% 

（R₁＋R₂）²＋（R₃＋R₄）²＋（R₅ ＋R₆）

（R₁＋R₂）²＋（R₃＋R₄）²＋（R₅ ＋R₆）
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「ソルベンシー・マージン比率」とは

　損害保険会社は、保険事故発生の際の保険金支払や積立型保険の満期払戻金支払等に備えて準備金を

積み立てていますが、巨大災害の発生や、損害保険会社が保有する資産の大幅な価格下落等、通常の予測を

超える危険が発生した場合でも、十分な支払能力を保持しておく必要があります。

　こうした「通常の予測を超える危険」を示す「リスクの合計額」（上表の（２））に対する「損害保険会社が保有し

ている資本金・準備金等の支払余力」（すなわちソルベンシー・マージン総額：上表の（１））の割合を示す指標とし

て、保険業法等に基づき計算されたのが、「ソルベンシー・マージン比率」（上表の（３））です。

「通常の予測を超える危険」とは

　保険引受上の危険（注１）、予定利率上の危険（注２）、資産運用上の危険（注３）、経営管理上の危険（注４）、

巨大災害に係る危険（注５）の総額をいいます。

（注１）保険引受上の危険：保険事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険(巨大災害に係る危険を除く）
　  　（一般保険リスク）
　  　（第三分野保険の保険リスク）

（注２） 予定利率上の危険：実際の運用利回りが保険料算出時に予定した利回りを下回ることにより発生し得る危険
　　（予定利率リスク）　

（注3） 資産運用上の危険：保有する有価証券等の資産の価値が通常の予測を超えて変動することにより発生し得る危険等
　　  （資産運用リスク）

（注4） 経営管理上の危険：業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険で上記（注1）から（注3）及び（注5）以外のもの 
　　  （経営管理リスク）

（注5） 巨大災害に係る危険：通常の予測を超える巨大災害（関東大震災や伊勢湾台風相当）により発生し得る危険 
　　  （巨大災害リスク）　　

「損害保険会社が保有している資本金・準備金等の支払余力」とは

　損害保険会社の純資産（社外流出予定額を除く）、諸準備金（価格変動準備金・異常危険準備金等）、土地

の含み益の一部等の総額です。

　ソルベンシー・マージン比率は、行政当局が保険会社を監督する際に、経営上の健全性を判断するために活用

する指標のひとつですが、その数値が２００％以上であれば「保険金等の支払能力の充実の状況が適当である｣と

されています。
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Ⅴ.

⑴有価証券に係る時価情報

⑵金銭の信託  

該当事項はありません。  

⑶デリバティブ取引（有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く）

該当事項はありません。 

 

⑷保険業法に規定する金融等デリバティブ取引

該当事項はありません。  

⑸先物外国為替取引  

該当事項はありません。  

⑹有価証券デリバティブ取引（⑺に掲げるものを除く） 

該当事項はありません。  

⑺ 金融商品取引法に規定する有価証券先物取引、有価証券先渡取引、外国有価証券市場における有価証券

先物取引と類似の取引

 該当事項はありません。  

６.  時価情報等

その他有価証券 （単位：百万円）
年度

区分
平成２１年度末 平成２２年度末

取得原価 貸借対照表計上額 差額 取得原価 貸借対照表計上額 差額

貸借対照表
計上額が
取得原価を
超えるもの

公社債 
株式
外国証券
その他の証券

 1,400 
ー

４８９
ー

 1,431 
ー

５０４
ー

 ３１ 
ー
１５
ー

 1,199 
ー

５０９
ー

 1,217 
ー

５１８
ー

１８ 
ー
９
ー

小計 1,889  1,936  ４６ 1,708  1,736  ２７ 

貸借対照表
計上額が
取得原価を
超えないもの

公社債
株式
外国証券
その他の証券

 ４９９ 
ー

４１８ 
ー

 ４９９ 
ー

 ４１４ 
ー

 ０ 
ー

 △３ 
ー

 １００ 
ー

１００ 
ー

 ９９ 
ー

 ９９ 
ー

 △０ 
ー

 △０ 
ー

小計 ９１８  ９１４  △３ ２００  １９９  △０ 
合　　　計 2,807  2,850  ４３ 1,908  1,936  ２７ 

（注）1.「種類」欄の「公社債」は貸借対照表の「国債」、「地方債」および｢社債｣を指しています。
       2.時価の無い有価証券については帳簿価額としています。
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Ⅵ.　 平成２２年度末日において、当社が将来にわたって事業活動を継続するとの
前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況その他当社の経営に
重要な影響を及ぼす事象について

Ⅶ.　保険会社及びその子会社等の概況 

Ⅷ.　保険会社及びその子会社等の主要な業務 

Ⅸ.　保険会社及びその子会社等の直近の２連結会計年度における財産の状況

Ⅹ.　平成２２年度末における重要事象等 

　　Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹとも全て該当事項はありません。
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